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先ごろ、東京で開催された先進7カ国財務省・中央銀行総裁会議（G7）に、 EU

代表国の一員として出席するために来日されたホアキン・アルムニアさん（欧州委

員会委員／経済・金融担当）の講演を聞く機会を得た。

講演の主題から離れ、氏の出身国スペインの住宅建設の状況に質問が集まったと

きのことである。スペインでは、「近年の年間住宅着工戸数は約80万戸であり、そ

の内訳は、国内個人向け住宅45万戸、外国人向け投資目的35万戸Jという思いがけ

ない話題に接した。ちなみに、スペインの人口は4339万8000人（2005年）で、人口

千人当たりの着工件数は17.5件（イギリス3.9件、 USA6.l件、日本10.1件）、建設

業の産業別就業人口割合（2005年）は12.4%（日本8.9%、USA7.9%）である。

2000年以降のスペインの住宅価格上昇率は OECD諸国中トップだとは聞いてい

たが、外国人用住宅による住宅投資の飛躍的拡大によって、経済全体の成長が促進

されていたことを思い知らされ、まさに白からウロコが落ちた。いわばスペインは、

住宅そのものを海外に開放して、生産革新によって高い成長を確保しているのだと

思う。

活々と進む経済のグローノfリゼーションの嵐の中で、居住財たる住宅もその時外

ではなく、気候、生活条件、住宅の質さらには金融条件が揃えば、世界市場の中で

価格が決定され取引されるような住宅マーケットが形成されることを、スペインの

事例が示している。

日本はスペインとほぼ同じ緯度にあり、地理的に見て間違いなく居住に適した環

境にある。そうだとすれば、住宅の広さや構造から環境まで、日本の住宅が世界の

人々から選ばれる諸条件を整えて、グローパルスタンダードを達成することが、住

宅にかかわる者としての究極の目標となるのではないだ、ろうか。
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特別論文

変貌する中国の住宅事情

砺波匡

はじめに

オリンピックを直前に控え、この数年、中国

の住宅事情は大きく変化してきている。私は

2007年6月から再び北京で暮らしているが、前

回の滞在時（2002年～2004年）に比べて信じら

れないほど開発の拡大が進み、以前は郊外と言

われた場所が今や都心と称されている。そもそ

も北京の市民は、基本的に「小区（コミュニテ

ィ）」で完結する職住近接の生活を送っていた

が、今は20～30kmの通勤も珍しくはなく、自

家用車購入者が増えたため交通渋滞や駐車場不

足、大気汚染の問題が発生している。住宅価格

も数倍に跳ね上がり、東京の水準に近づきつつ

ある。

以下、簡単ではあるが、北京を中心として、

現在の中国の住宅事情や住宅政策について紹介

したい。

住宅の基本的特徴

人口約13億人（世界第 1位）、国土面積約960

km2 （同 3位）の中国の住宅は非常に多様性が

ある。中国について私が常々感じているのは、

平均値で語ることのできない国ということであ

り、数値などの解釈には注意が必要である。

近年の住宅変化の最たるものは建設量の拡大

である。中国近代化の一つの節目とされる「改

革開放Jの始まった1978年には年間建設量が都

市・農村で 1億3800ばであったが、 2006年には

約10倍の13億1400m2となっている（中国では戸

数統計が少なく面積表示が一般的である）。日

本と比べて10倍強なのであまり違和感はないか

もしれないが、世界の人口の 5分の 1が急速に
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住宅建設・購入に向かっているわけで、消費さ

れる資源やエネルギーは史上空前ということが

できる。

また、他国同様に都市化が住宅建設の圧力と

なっている。緩和されつつあるものの現在も戸

籍による人口移動の制限が行なわれているが、

事実上、北京や上海、深ガ｜｜・広州などの大都市

への集中は抑え切れていない。北京市では常住

人口（有戸籍）約1200万人に対して流動人口

（無戸籍）約500万人と報道されている。ただし、

全国でみると農村人口が56%と多数派であり、

流入緩和の動きとあいまって今後も都市の住宅

需要は強いのではないかという見方がある。

都市への人口の集中は、インフラ（住宅、道

路、鉄道、上下水道等）の不足・アンバランス

や膨大な開発がもたらす資源・エネルギー問題

（石油、水、電気等）や環境問題（自然破壊、

空気・水汚染等）を発生させている。北京市で

は2004年頃に自動車台数が200万台を超え、

2007年には早くも300万台を突破した。また、

貧しい農村から農民工（出稼ぎ労働者）として

集まってくるという構図があるため、都市・農

村聞や都市内での格差拡大という社会問題も顕

在化している。

中国では都市の土地は基本的にすべて固有で、

開発者は、地方政府が行なう土地の競争入札に

参加して土地使用権を取得する必要がある。そ

の際、地方政府の総合計画にあっているか、資

金計画や開発能力は十分か、などの審査がある。

後述するが、住宅地開発の場合、最近は開発さ

れる住宅の一定割合は中低所得者向け住宅とす

ること、大型の住宅（90m2以上）の住宅は全体

戸数の 3割以下に抑えることなどが条件とされ



るようになった。

個別の住宅についても日本と中国では多くの

点で異なっている。やや北京市に偏るが、ざっ

と列挙すると、中国の住宅には以下のような特

徴がある。

①都市部ではほぼ共同住宅のみで一戸建は例外

的である。農村には一戸建、連続建てが存在

しているが、これらはあまり住宅政策の対象

としては捉えられていない（注釈を加えない

かぎり都市部の住宅しか指さないことが多

い）。古い市街地で、は「胡同」とか「里弄」

とか呼ばれる長屋形式の街なみがあるが、再

開発によって少なくなってきているのが実態

である。

②また、日本では 1棟で建てられるマンション

が多いが、中国では大きな 1敷地の中に複数

棟という開発が多く、全体を柵等で囲んで出

入りを制限し、セキュリティを保っている。

さらに大規模になると道路で囲まれたブロッ

ク全体が単位で、住宅のほか職場や利便施設、

小学校などを含むものもあり、社区または小

区（コミュニティ）と称されている。北京市

など中国北方では暖房は社区単位、あるいは

より広いエリアでの地域暖房が主な方式であ

る。

③構造はほぼ鉄筋コンクリート造である。細か

く言うと、柱、梁、床部分のみ RCで、非耐

力壁は一般的にレンガを積んで作られること

が多い。ただし、近年は環境問題への配慮か

ら禁止され、代替材料が求められている。一

方、農村ではまだレンガ造が過半である。ま

た、階段室型の高層住宅でもエレベーターが

2台設置されている例が珍しくない。

④持借関係で見ると、新築住宅は基本的に分譲

住宅のみで、日本で見られる木造賃貸アパー

ト、公団賃貸住宅に類するものはない。統計

上も賃貸住宅という分類はない。ただし、購

入した個人が転貸することもあり、また投資

用マンションもあるので、賃貸住宅市場は存

在している。住宅は投資用資産として考えら

オリンピック公園（模型）

れており、北京市での調査では 2戸以上の住

宅を有する人は13%と言われている。

（［分譲される住宅は基本的に内装なしのスケル

トン売りが一般的で、内装は購入者が自分で

選んで発注する場合が多い。郊外にはホーム

センターのような大規模な建材・内装センタ

ーがたくさん立地している。ただし、購入後

個別に内装を行なうことは隣戸への騒音、は

つり等による躯体への影響、（ドア・便器等

最低限の内装はあるため）交換による資源の

無駄使いが指摘され、近年では政府により内

装付き住宅の普及が推奨されている。

⑥土地は70年の使用権で建物は所有権を取得す

る。土地使用権については2007年に物権法が

制定されたため、 70年経過しても特別の事情

がないかぎり更新されるという意見もあるが、

先の話なので不確かな点が多し当。

¢住宅に関する単位としては戸ではなく m'がよ

く使用される。毎年の住宅建設量はぱ表示で

発表されているので、毎年の建設戸数や中国

全体での住宅戸数などは不明である。分譲さ

れる住宅価格も面積とm'当たり価格で表示さ

れている。面積についてはこれまで共用部分

込みの数字であったが、最近は政府が専用面

積で表示するよう指導している。

⑧②で述べたような規模の大きな開発が多いこ

ともあり、分譲後は「物業公司」と言われる

管理会社が常駐して、居住者出入り等の警備、

植栽手入れ、駐車場やエレベータ一、地域暖
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房施設、利便施設の管理から廊下の電球交換

まで行なっている。企業社宅の管財課に近い

イメージであり、日本のマンションの管理組

合に相当する組織としては「業主管理委員

会」がある。

これまでの住宅政策の経緯と背景

1949年に成立した中華人民共和国は共産主義

の国家であり、 50年代～70年代は住宅の公有化

が進み、住宅は福祉的性格の資産として、建設

や更新も政府投資の一環として行なわれ、いわ

ば社宅のような存在であった。「社宅」から想

像されるように、 70年代後半には需給の偏りか

ら数不足が生じ、また維持管理も不十分で老朽

化が進んでいた。例えば 3DKの住宅に、ま

ったく見知らぬ3世帯が1室ずつで同居すると

いうケースもあったと聞く。

1978年には「改革開放」が行なわれ、市場化

が進められた。住宅もその例外ではなく、問題

解決に向けた取組みが始まったが、 80年代は深

ガ｜！など一部地域に限って試行錯誤が行なわれて

いた。

90年代に入ると、その実績も踏まえて、住宅

公積金という住宅金融システムや安居工程（現

在の経済適用住宅）という住宅制度が全国規模

で設けられるようになった。 90年代半ばには公

有住宅と称される社宅の住宅供給を中止し、住

宅手当の支給への切り替え、家賃の引上げなど

が実施され、締めくくりの政策として、 1998年

に公有住宅の大幅な譲渡（払い下げ）が実施さ

れた。

以後、 2000年前後からは、住宅は市場で供

給・購入するものという概念が普及・定着し、

民間企業と個人の購入者が市場の住宅供給の主

役となり、今日に至っている。 2000年以降は中

国経済の高度成長、都市化の推進（2020年には

50%以上を目指している）もあり、不動産業は

信じられないほどの急成長を遂げている。

当初、住宅・不動産は中国経済発展の支柱と

して期待されていたが、最近では「パブりレ」が
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懸念されるようになり、また中低所得者問題や

環境問題が注目されるようになって、現在では

抑制気味な住宅対策が講じられることが多くな

ってきている。

中国ではこれまで全国規模の住宅統計調査は

行なっていないので、住宅や居住の実態がわか

りにくいところがあるが、 2005年に北京市が行

なった住宅事情調査では、現在居住している住

宅の種類については、払下げをされた公有住宅

が35%で最も多く、次いで商品住宅（市場で取

引される一般住宅）が23%となっている。

また、住宅規模も拡大しており、都市部の 1

人当たり住宅面積は1978年の6.7m＇から 2005年

には26.lm＇へと拡大している。アメリカの 65m'

とは聞きがあるが、日本の36m＇、イギリスの 40

ぱ台と比較しでも、国際水準に近づきつつある

ことがわかる。ただし、すでに指摘したように

（前節⑦）、居住面積に共用部分が含まれている

可能性が高いので単純な比較はできないかもし

れない。

中国の住宅価格

中国はここ数年、 10%前後の経済成長を遂げ

ているが、住宅価格も「バブル」と称されるほ

どの上昇を見せている。実はしばらく前まで、

住宅価格は GDPに比べて比較的安定していた

が、都市や地域によって異なるものの、全国ベ

ースでみると2003年以降、北京市では2004年以

降、年率20%を上回るような急激な上昇を見せ

ている。さらに、住宅だけではなくオフィスビ

ルや商業用ビルも同じような傾向にある。余談

ながら、株価上昇はさらに激しく、 2007年当初

2000ポイント以下だ、った上海指数が2007年10月

には6000ポイントを突破するまで上昇した（た

だし2008年4月現在は3000に反落している）。

もう少し細かくみると、昨年前半までは、広

州市や深ガ！｜市といった「珠江デルタ」地域で住

宅価格が急激に上昇し、場所によっては前年比

2倍の暴騰を見せたところもある。しかし、昨

年後半以降、これらの地域の住宅価格は一転し



て下落に転じた模様で、今度は北京市でオリン

ピックに向けての道路や地下鉄の開業が続いた

ため、毎月10%前後の住宅価格上昇が伝えられ

た。ただし2008年に入ってからは、北京市でも

住宅価格は下降気味に推移している。

このような現象を踏まえ、現在の住宅価格上

昇が実需か否か、今後どのように推移するのか

の議論も盛んである。住宅価格がすでに一般市

民の手の届かない水準に至っていることや、売

り惜しみや投機目的での購入が増えていること

などの状況はパフソレを思わせるが、日本でも東

京オリンピック前の所得倍増計画時には大都市

で年率70%の地価上昇を経験したこともあるの

で、判断が難しいともいえる。

実際に、住宅価格がどのような水準で、どの

ような人が買えるのかについて試算してみよう。

為替レートはおおむね 1元＝15円と考える。

『中国統計年鑑』（2007年）によれば、 2006年の

住宅価格は全国平均で3119元／m＇、北京市で

7375元／m＇でトある。戸当たり lOOm＇とすれば、

1戸当たりの住宅価格はそれぞれ31万1900元

（約470万円）、 73万7500元（約1100万円）にな

る。都市住民の平均可処分所得は全国平均で 1

万1759元、北京市は 1万9978元なので、単純に

住宅の年収倍率を求めると全国で約27倍、北京

市で約33倍という結果になる。日本のバブルの

ピーク時でも約8倍で、政策として 5倍に引き

下げようとしたことから考えると、想像を超え

る水準である。なおかつ、これらの試算では中

国の過半を占める農村部住民の所得（都市部の

約 3分の 1）については考慮していない点も注

意する必要がある。

実は都市住民にも所得格差が存在しているの

で、その観点を加えてみる。全国で最上位10%

の年可処分所得は 3万1967元で、最下位10%

(3569元）の約 9倍である。 2000年にはこれが

約2.5倍だったので、所得格差は拡大している

ことになる。最上位10%について全国平均住宅

価格をみると年収倍率は約10倍であり、共稼ぎ

の可能性を考えれば住宅購入が視野に入ること

II鱒竃猿

総事露纏陽

司醒可炉潮＇ 1

智噌司里警
高層建物から見る北京の住宅地

になる。また、年可処分所得3万1967元を月収

ベースで見れば3000元程度であり、そのレベル

の市民は周囲にありふれているというのが個人

的な実感であり、留学帰国者で大企業・外資企

業などに勤めていて月収 1万元を超えている人

も少なくない。冒頭に述べたように、中国では

平均値では実態を理解できない好例である。

それでも、なお疑問はいくつも残る。例えば、

住宅購入者へのアンケートでは実際に年収数万

元以上という高所得者が並ぶのであるが、先に

挙げた統計数値と整合がとれないこと。大型住

宅（百数十m＇）ばかりが建設されて中小型住宅

(90m＇以下）が供給されないこと。中国では結

婚を契機に住宅を購入する者が多いが、そのよ

うな若年者に資金やローン負担能力があるのか

どうか（彼らからみれば日本のように40歳前後

まで自宅を持たずに暮らすことが不可解のよう

である）、複数の住宅を所有している人が少な

くないが、どのようにして取得して利用してい

るのか、などである。

それらについては十分なデータがないので、

ここでは解答を見出すことはできないが、その

代わりに、昨年の流行語にもなった「房奴」に

ついて紹介しておきたい。「房奴」とは「住宅

の奴隷」という意味で、住宅購入のために多額

のローンを組み、給料の半分前後ないしそれ以

上をローン返済にあてている人を調間食した言葉

である。通常、返済負担率は30%程度が限界と

いわれているので、賭けに近い行為で生活も食

変貌する中国の住宅事情 5 



うや食わず状態であろうと予想される。どのく

らいの数の「房奴jがいるのか正確にはわから

ないが、流行語になるくらいなので、決して例

外的な存在ではないと思われる。

現在の住宅政策

先に触れたように90年代以降の住宅政策は成

長重視型だったが、最近の経済問題や社会問題

を背景に、 2007年夏以降、新たな住宅政策の方

針が打ち出されている。それを一言でいうと

「中低所得者対策重視jということで、 2007年

8月1日に全国人民代表大会常務委員会で温家

宝総理が「国務院による都市低所得世帯の住宅

難に関する意見」（以下「意見」と省略）を採

択した一連の政策を指す。

「意見」の中では、都市の最低所得世帯に対

する住宅対策として「廉価賃貸住宅」を柱とす

る対策の強化を掲げ、その他に「経済適用住

宅」や「商品住宅」への規制も打ち出している。

「廉価賃貸住宅」とは、いわば中国版公営住

宅で、収入や現住居の水準に基づいて、住宅に

困窮する住民を入居させるための賃貸住宅のこ

とである。地方政府が予算を組むが、支援の手

法の第 1は対象世帯が住んでいる民間賃貸住宅

への家賃補助、第2に現有の公有住宅への低家

賃入居、第3に地方政府による直接建設および

賃貸であり、日本の公営住宅政策とは優先順位

が逆になっている。

北京市内で、今まで市政府が直接建設したも

のは高齢者・障害者優先の 1団地のみである。

制度対象となる入居者の要件は地方政府が各地

の実情に合わせて定めることとされているが、

生活保護受給世帯で現在の住宅が極めて狭いこ

と（例えば1人当たり 5m＇以下）というものが

多いようである。また、当該都市に戸籍を有す

ることも要件とされるため、地方から職を求め

て上京してきた人たち（先に述べた「流動人

口J）は対象とならない。

「経済適用住宅jとは、いわば原価主義によ

る低価格の民間分譲住宅である。地方政府が土
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地の入札を行なうときから計画されており、土

地の原価での供給、開発負担金や各種税金を減

免する一方で、ディベロッパーに指定価格での

販売を義務づけるものである。立地にもよるが、

周辺相場に比べて 3割～5割前後安い価格で分

譲されている。制度対象となる購入者には地方

政府の定める要件があり、例えば平均以下の収

入、平均以下の居住面積、戸籍所有者などであ

り、その他に再開発などによる立退き世帯も対

象となっており、いわば補償金代わりに新築住

宅を得るという流れが存在していた。

経済適用住宅は政策的に優遇された分譲住宅

だが、これまでは転売等が自由であったため

「意見」により 5年間の転売禁止が条件とされ

た。ただし、自己居住は義務づけられていない

ため賃貸されているものも少なくないといわれ

ている。

なお、「廉価賃貸住宅」と「経済適用住宅」

は、制度的には90年代から存在しており、住宅

のハコとしての内容は一般の住宅と大きな相違

はなかった。その一因としては、先にも述べた

ようにスケルトン売りが主流だ、ったために、広

さ以外では差別化しにくかったことがある。な

かには150rn'を超える経済適用住宅も存在して

いた。

また、民間開発の一般の住宅は「商品住宅」

と呼ばれているが、最近の大規模化・高価格化

を抑制するために、地方政府の指導により価格

を一定以下に条件づけた「制限住宅」という商

品住宅も提唱され登場している。北京市では面

積も条件づけており、「両限住宅」と呼ばれて

いる。経済適用住宅よりは高所得の階層向けと

いう位置づけであるが、地方政府の裁量に任さ

れている要素も多く、補助、分譲時の条件など

の違いが必ずしも明らかではない。ただし、

「廉価賃貸住宅」、「経済適用住宅jと「制限住

宅jは、政策的には「保障性住宅」に分類され、

住宅政策の大きなメルクマールになっている。

「意見jに基づいた具体的施策を整理すると

以下のようになる。



①新規建設住宅のうち70%以上は面積90m＇以下

に抑制する。経済適用住宅、廉価賃貸住宅は

さらにヲ｜き下げる（一部では経済適用住宅は

約60m＇、廉価賃貸住宅は約 50m＇と言われてい

る）。

②新規開発土地のうち70%以上は経済適用住宅

などの保障性住宅に配分する。

③公積金の運用益のすべて、土地譲渡益の10%

以上は保障性住宅の整備に充当する。

④経済適用住宅の 5年以内の転売は原則禁止す

る。

⑤ 2軒目の住宅に対しては銀行融資の際の頭金

を5割に引き上げるとともに公積金の適用を

中止する。

⑥住宅困窮世帯の調査を実施し、リストアップ

を行なう。

①および②については、土地が公有であるた

め、先にも述べたように開発のための分譲（使

用権分譲）の際に地方政府が民間開発業者に条

件をつけることにより実現される。ただし、実

際に視察に行くと、数百戸の住宅の面積がすべ

てlOOm＇～250ばであったり、価格がとても高価

だったりすることがかなりある。規制前に許可

されていた物件であるとか、団地単位ではなく

地区や全市単位あるいは年度を越えての70%だ

というような説明を受けるが、全体を怖轍する

資料がないので実態はつかみきれないのが実情

である。

③と⑤にある「公積金」とは、公的な住宅貯

蓄制度で、給料の l割前後が義務的に各地の管

理センターに積み立てられ、住宅購入時に優遇

された融資を受けられるというものである。地

域で異なるようだが、 1年以上の加入期間が条

件で、住宅購入時に、銀行よりも 1～ 2%低い

5%前後の金利で数十万元（数百万円から1000

万円超）の融資が受けられる。制度創設以来約

10年を経て、累計で1.1億人超の労働者から資

金を預かり、総額は1.6兆元を超えていると公

表されている。一方で、手続き面の煩雑さなど

からディベロッパーからは敬遠され、北京市の

高収益をうたう住宅広告

過半の分譲住宅で利用できないという話も聞く。

⑤の「2軒目の住宅」にも注意が必要である。

中国では 2軒目は自己居住用のセカンドハウス

よりも投資用住宅であることが主で、若干の資

金と借入れで新たに住宅を購入し、その住宅を

賃貸し、家賃で資金が貯まれば、さらに新たに

住宅を購入するようなケースである。したがっ

て⑤は、借金をしてまで投資するという風潮を

抑さえようという趣旨である。なお、夫婦別々

で購入する場合や借金を完済した場合の扱いも

議論されているが、この施策により市場のニー

ズが相当程度抑制され、 2007年末から2008年初

にかけての住宅価格下落に結びついたと伝えら

れている。

ところで、中低所得者向けの住宅対策は中国

政府あげての課題となっているが、その推進の

ため建設部の組織および名称が2008年3月に変

更された。新しい名称は「住宅・都市農村建設

部J（原語「住房和城郷建設部」）で、趣旨は

「住宅制度改革を推進し、住宅保障体系を確立

し、廉価賃貸住宅を整備し、居住難低収入世帯

を解決し、都市農村建設計画を統合し、都市化

の健康的発展を促進するため設置するJと発表

された。今回は他にも「環境保護部」や「交通

運輸部jなどいくつかの部が変更されており、

中国の社会経済情勢を踏まえて組織の統一

（「大部制」）を図る国務院機構改革の一環とし

て実施されたものである。
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その他の話題

最後に、最近関心の高い住宅の話題について

2つ取り上げよう。

(1）省エネルギー住宅

今夏の洞爺湖サミットでも温暖化が最大のテ

ーマであるが、現在中国は世界第 2位の C02

排出国となっている。中国では地球温暖化問題

よりも国の成長を維持するための資源問題の視

点、から議論されることが多いが、冒頭にも述べ

たように、近年の住宅建設量は世界でも群を抜

いており、そこで消費されるエネルギーは年々

拡大の一途をたどり、エネルギー消費の約3割

を暖房・空調、照明、炊事・給湯で占めると推

計されている。最近の技術普及、制度制定は急

速に進展し、現在ある50以上の建築省エネ関連

の規則・技術基準類の約半分はこの 5年以内に

作られたものである。省エネ法も昨年改正され、

別途公布された通知により全国的に50%削減、

大都市では65%削減の住宅建設が掲げられてい

る。

そのための具体的な技術の一つに太陽熱温水

器がある。政府の推奨もあり、北のハルピンか

ら南の広州に至るまで、新築の集合住宅の屋

上・ベランダなどには太陽熱温水器のパネルが

所狭しと並ぶ光景が自につく。 1台・戸当たり

工事費込みで数万円と日本に比べて圧倒的に経

済的である。

また、断熱工事も普及しつつある。中国では

一般的に外断熱が採用されており、外壁に発泡

スチロール系の材料を貼り付けモルタルを塗っ

た上にパネルで仕上げをする手法をよく見かけ

る。ちなみに暖房は中国北部では地域暖房が主

流であるが、負担を明確にして節約を図るため

に各戸に計量計を付ける取組みが進められてい

る。床暖房も次第に普及しつつある。

(2）高齢者向け住宅

1970年代末から一人っ子政策をとってきた中

国では、今後急激な高齢化が予想されている。

2000年の統計では65歳以上の高齢化率は約 7%
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であるが、 2030年代には20%を超えると予測さ

れている。

バリアフリー住宅はすでに定着した概念とな

っており、オリンピック後に行なわれるパラリ

ンピックの関係もあって、北京市内の公共建物、

交通機関などでもバリアフリー対応が進められ

ている。また近年は、中国各地で高齢者向け住

宅・有料老人ホーム・リタイアメントビレツジ

の建設が行なわれている。日本と同様に居住環

境やケアの内容もさまざまで、現在のところは

比較的富裕階層向けの施設が多い。さらに、保

険会社でもリパースモーゲージの商品化が実施

されており、最近の報道では高齢者施設で入居

者が現在所有する住宅を運用して費用を賄うサ

ービスを手がける新たなビジネスが誕生したり

している。

おわりに

北京オリンピックのメイン会場は北京市の真

北約8～12kmの公園内にある。 2001年の開催

決定時には周囲はまだ空地の多い場所だったと

聞くが、現在は公園の北側まで一大住宅団地が

広がっている。東南西方面も同様である。人口

1700万人（常住＋流動）を超える都市としては

当然の広がりであるが、そろそろ輸送力が限界

にきているという感じを受ける。中国全体で人

口100万人以上の都市は117あるが、地下鉄・モ

ノレールが開通している都市は北京、上海、天

津、重慶、広州、深ガIIの6都市のみである。中

国でも家族構成やライブスタイルが変化しつつ

あり、安定した住生活を確保するためには、今

後の都市発展のポイントは公共交通機関の整備

だと思われる。

追記：四川省大地震の発生

本稿の校正中に四川省大地震が発生したので、

若干コメントを加えたい。

2008年5月12日午後2時28分噴（日本時間 3

時28分頃）、四川省の成都から西北西約lOOkmに

ある波川県の地下約印刷を震源とする M7.8の



地震が発生した（19日に M8.0に修正）。 1000

km以上離れている北京や上海でも感じた人がい

るというほどの規模であった。被害の程度は

日々増加して伝えられるが、 5月19日現在、死

者3万人、被災者300万人、滅失住宅100万戸と

いう報道がされている。

波川県は四川盆地に注ぎ込む自民川を遡った谷

間の町である。かつて車で通ったことがあるが、

平地が少なく高層建物もなかった集落と記憶し

ている。また、小学校の倒壊など大きな被害を

受けた都江堰や綿竹という都市は、！！｜が四川盆

地に流れ込む盆地の縁辺部に立地している。

今回の地域では基本的に戸建住宅はレンガ造

が多いが、都市や集落などでは中層の住宅も増

えてきており RC造の建物も多い。ただし、壁

まで、鉄筋コンクリートとしているものは少なく、

報道写真でみるかぎり、鉄筋は少なく瓦離の山

となっているものが多い。

中国では1976年に北京の西約200kmで発生し

た唐山地震が M7.8死者24万人を数えたが、今

回の地震はそれ以来の規模である。中国の建物

耐震基準は唐山地震を踏まえて強化され、現在

は2001年に作成された「建築耐震設計規範J

（原語「建築抗震設計規範」）が技術基準の中心

となっている。地域ごとに設計上の想定震度

（中国の震度は 1～ 9）、加速度が定められてお

り、今回の渋川県は震度 7、加速度O.lOgとさ

れている。

算式については構造専門家によれば日本の耐

震基準（変位を許容する1981年の新耐震基準）

とは基本的な考え方が異なるので比較は困難と

いうことであるが、要点が独立行政法人建築研

究所の HPに掲載されているので関心のある

方は参照いただきたい。（http://iisee.kenken.

go.jp/net/seismic design code/ china/ china. 

htm) 

また、この基準も都市の高層ビルには適用さ

れるものの山村の小規模建物にまで適用されて

いるかは未知数である。例外規定が設けられて

いるわけではないのだが（あるかもしれない）、

となみ・ただし

1960年富山県生まれ。東京大学

工学部都市工学科卒業。 1982年

建設省（現国土交通省）入省後、

厚生省、島根県、鳥取県、建築

研究所等に勤務。 2007年6月か

らJICA専門家として北京に 2

度目の赴任。現在は、中国建設

部住宅産業化促進センターで住

宅省エネルギーの技術プロジェ

クトに従事。

現場の裁量あるいは能力により相当幅があるの

が実情である。また、設計では満たしていても

施工の段階で異なったものになる場合も多いと

聞く。

今後の復旧・復興に向けては、現在の震度想

定などの基準は当然強化する必要がある。ただ

し、規定を変えただけでは実現が担保できない

ので、設計・施工のシステムや審査体制、資材

流通、職人等の人材育成などを地域の経済力や

レベルに合わせて考えなければならない。せめ

て病院や学校など多くの弱者がいる建物や、災

害時に地域の防災拠点となる公共施設の耐震化

は、行なう必要があろう。個人の住宅について

は今後もレンガ造が基本と思われるので、簡

単・安価に補強する技術の開発・普及が求めら

れる。日本からの技術支援については、理論面

は一応揃っているので実際にどのように建てら

れているのかといった管理運用面での協力が有

効ではないかと思う。

地震発生後約 1週間を経て、救急・医療など

の緊急援助から少しず、つ生存者の生活再建へ重

点が移りつつある。家を失った被災者の住まい

についても今後議論が本格化すると思われるが、

その数はあまりにも多い。コスト、支援方法、

スケジュールなど問題が山積している。

いずれにせよ、中国側からも日本は地震が多

く経験が豊富で、ハード・ソフトを通じて学ぶ

べき点が多いと期待されている。積極的交流に

より復旧・復興に貢献できれば、喜ばしいかぎ

りである。
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エディトリアルノート

日本では、持家、借家とも住宅 どで大きく減価したような場合に を取り入れている世帯で同じ分析

の住替え率が海外と比較して低い。 は、ローン残高が売却価額を大き をした場合に、住替え率に与える

持家の住替え率が低いのは、もと く上回ることもある。そのような 効果がどうかについての分析が待

もと年収倍率で見た場合に住宅の 世帯にとって住宅の買い換えが容 たれるところである。

価格が高いため、気軽に購入でき 易になるように、導入された制度 ⑨ 

ないという事情がある。また、ソ である。分析結果からは、ローン 住宅の売買においては、買い手

ーシャノレミックス（社会階層の融 残高が住宅の価値を上回るような は売り手に比して住宅の品質に関

和）が進んでいて、地域的に社会 世帯では一般的には住み替えをと する情報量が少ないと言われてい

階層的な住み分けが顕著でないた どまる傾向が見られたものの、こ る。情報が不完全であると、住宅

め、社会的身分が変化しても住み の控除制度の適用要件を満たして の品質に即した価格付けがなされ

替えるニーズは高くない。さらに、 いる場合には、世帯の住替えを促 にくくなり、結果として良質な住

適切に維持管理して転売していく 進する効果があることが示されて 宅の流通を阻害することになる。

というより、「住みつぶすJとい いる。譲渡損失繰越控除制度につ 住宅品質確保法が制定された背景

う住行動が多いこともあり、立地 いては、まさに政策目的が表れて もここにあり、新築住宅について

や住宅自体に大きな問題が生じな いるという実証結果となっている。 は、重要な住宅品質については客

いかぎり、あまり住替える動機が 借地借家法については、一般借 観的な評価が可能な状況になりつ

ないということもあろう。 家の制度のもとでは正当事由がな つある。しかし、既存（中古）住

他方、借家の場合には、継続家 いかぎり家主からの契約解除の申 宅市場においては、住宅品質の評

賃と新規家賃の差が生じやすい社 し出をすることができず、また、 価自体も不十分であり、情報の非

会制度環境があるために、借家か 家賃を値上げする場合に借家人が 対称性がいまだ大きい。また、既

ら借家に住み替える場合にも負担 認めない場合には裁判所の判断を 存住宅においては、それまでの住

が大きいことが指摘できる。借家 仰がねばならず、通常は市場新規 宅の扱い方や維持管理の投資状況

法がそのような環境形成に大きく 賃料よりは低い水準でしか認めら で品質が大きく左右するにもかか

影響していると言われている。 れない。このため、借地倍家法の わらず、買い手は目視によるチェ

瀬古・隅田論文（「わが国の住 もとでは、継続家賃が新規家賃に ツクしかできないため、得られる

替えに関する制度・政策の影響 比較して低めになる傾向が見られ、情報が大きく限られる。このため、

一一譲渡損失繰越控除制度と借地 そしてこのことは、長期に居住す 転売する直前に化粧直し的な投資

借家法J）は、住替え率に譲渡損 ることで暗黙の借地借家法による をすることが、しばしば観察され

失繰越控除制度および借地借家法 家賃補助が借家人にもたらされる る。

がどのような効果をもたらしてい ことを意味することになる。分析 岩田・山鹿論文（「中古住宅市

るかについてハザード・モデルを の結果からは、新規家賃額に比べ 場における転売外部性の実証分

用いて定量的に分析している。 て継続家賃額が低いほど、住替え 析」）は、既存（中古）住宅が転

譲渡損失繰越控除制度とは、所 率を低下させていることが示され 売される場合の住宅投資行動を分

得要件・居住期間要件を満たした ている。 析した。タイトルにもある「転売

上で、前住宅のローン残高あるい 手続きの面倒さも手伝って、普 外部性」とは、住宅の維持管理投

は購入価額の小さいほうが売却価 及がまだ十分でないが、定期借家 資が転売時の住宅価格に充分に反

格を上回る分を 3年間所得税から 制度が広がればこのような効果は 映されないために転売を考えてい

控除できる制度である。特に前住 薄らぎ、適正な住替え率になって ない持ち主よりも維持管理投資が

宅の購入後にパフ令ル崩壊の影響な いくものと期待される。定期借家 過小になるというモラルハザード

10 季刊住宅土地経済 2008年夏季号



の問題をいう。 ⑨ する方式であり、定額補助金とは

このような傾向があるかどうか 効率的な社会資本の供給や維持 整備経費とは関係なく一定額を補

を分析するために、岩田・山鹿論 管理は、これからの低成長社会に 助する方式である。住宅の家賃補

文では、住宅の維持管理のための おいては重要な課題となっている。助などでも類似の議論がなされる

支出額を被説明変数とする住宅投 昨今問題になった道路特別会計の が、定率補助方式では補助金を受

資関数を推定している。その結果、問題もこの延長上にある。また、 け取った主体としては、価格が低

転居意向のある世帯では投資額が 道路に限らず、箱物の公共施設は、 くなったのと同等の効果をもった

有意に少ないことが示され、転売 地方部でむしろ充実していること め、どうしても過大に整備してし

外部性の存在が明らかになった。 がしばしば指摘される。需要が都 まう動機を持つ。他方で、定額補

また、リフォーム内容をさらに分 市部よりも低いことを考えれば、 助方式の場合には価格には関係が

析した結果、転売意向世帯では、 地方部では社会資本が非効率であ なく予算が増えただけの効果が発

化粧直し的なリフォームを行なう ることは、容易に想像できる。 生するため、過大整備する動機は

傾向が見られた。よって、理論と なぜこのような非効率性が生じ 発生しない。

整合的な世帯における住宅投資行 るのであろうか。都市部に比較す 分析の結果、社会資本の量は地

動があることが実証されたことに れば地方部では人口密度が低いた 価に対して有意にプラスの影響を

なる。 めに、面積当たりの利用需要は低 及ぼしており、理論と整合的な結

理論上は、情報の非対称性があ くなる。そのため、都市部のほう 果が得られている。また定率補助

るために、これらの行動が発生す が社会資本がより効率的に利用さ 金の補助率が地代勾配に有意にマ

ることになる。ただ、仮に情報の れることはある程度理解できる。 イナスの影響を及ぼしており、非

対称性があったとしても、転売す ただ、効率的な国土運営の観点に 効率性を助長する状況が実証され

る場合にはこれらの行動は見られ 立てば、密度に応じた社会資本の た。地域別に比較してみると、東

るかもしれない。例えば、長く住 整備水準があってしかるべきであ 京を含む南関東で地代勾配が最も

むためには、自分の生活水準をあ り、それを超える整備をしている 高く社会資本の効率性が高いこと

げるために長期的視野をもって投 のは、何らかの歪んだ整備動機が がわかる。他方で、南九州、北海

資するが、長くは住まないことが 生じているためと考えることもで 道、東北などの地方では社会資本

わかっていれば、売却価額とは関 きる。 の地代勾配は低く、政府間財政移

係せずに、そのような投資を慎む 近藤論文（「社会資本の効率性 転の依存度が高いことが効率性の

可能性は捨てきれない。理論の是 と政府間財政移転一一資本化仮説 格差を生み出したことを示唆する

非まで踏み込むならば、例えば既 に基づく実証分析J）は、そのよ 結果を得ている。

存住宅の品質評価を取り入れた住 うな地域別の社会資本の効率性に この分析結果は、定額補助金と

宅とそうでない住宅の比較を試み 格差が生じている理由に迫る分析 なりがちな固から地方への補助方

ても良いかもしれない。また、既 を行なった。特に、中央政府から 式を改めなければ、効率的な社会

存住宅の品質として特にどのよう 地方政府に移転される地方交付税 資本整備は達成されにくいことを

な項目についてどの程度明確にで や国庫支出金の支出のされ方に着 意味する。近藤論文は、地方自治

きれば、転売外部性が発生しにく 目し、その効果を分析している。 体の財政運営動機にも配慮、した地

いのかという知見も得られること 近藤論文では、定率補助金と定 方分権改革を進めるべきことを示

が重要である。このような面でさ 額補助金という 2種類の補助の仕 唆していると言えよう。

らに研究を発展していけるとよい 方を区別している。定率補助金と (Y ・A) 

だろう。 は整備経費の一定比率を国が補助

エディトリアルノート II 



研究論文

わが国の住替えに関する制度・
政策の影響
譲渡損失繰越控除制度と借地借家法

瀬古美喜・隅田和人

はじめに

住替え率は、国際間で大きく異なるが1）、日

本は国際的にみても、住替え率の低い固として

知られている。米国では1995年から2000年にか

けての住替え率は50.4%であり 2）、カナダでは、

1996年から2001年にかけて41.9%であった3）。

それに対して日本の場合は、 1998年から2003年

の聞の住替え率は24.1%であり、米国の 2分の

1以下の値となっている。また、日本における

住替え率は最近ではさらに低下してきている。

年平均住替え率は次の通りである九 1968

1973年8.1%、1973-1978年7.5%、19781982年

6.8%、1982-1988年6.2%、19881993年6.1%、

1993 1998年5.8%、1998-2003年5.1%である。

市場経済における住宅市場が円滑に機能して

いれば、家計はライブサイクルの各段階で異な

るタイプの住宅を必要とするので、そのつど、

もっとも適した住宅に住替えられればよいこと

になる。しかし、実際には、住替えを妨げる制

度的な要因などがある場合、円滑に住替えるこ

とができない可能性がある。特に、わが国では、

持家住宅市場においても、借家市場においても、

制度的、政策的な要因が、日本の住替え率を低

くしている可能性がある。

わが国における住替えの研究として、移動費

用に着目した瀬古（1995）があるが、本稿では、

以上のような問題意識を背景として持ち家所有

者と借家人に関連する制度・政策に焦点を当て、

これらの政府による 2つの政策の住替え率への
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影響を調べる。

まず2004年に導入された持家所有者に対する

住替え関連優遇税制である譲渡損失繰越控除制

度に注目する。この所得税控除制度は、資産イ

ンフレから資産デフレに転換した日本経済の構

造変化の下で、過剰住宅ローンを抱えた持ち家

世帯の住替えを促進する目的で、創設された優

遇税制である。周知のごとく、 1980年代後半か

ら日本では、世界でも類を見ないほどの住宅価

格上昇と下降とを経験し、特に1990年代の住宅

価格の低下により、多くの持ち家世帯は、住宅

資産価値の低下を経験することになった。この

ような世帯は、パフゃル時に住宅を購入し、その

後、購入した住宅価格が下落することにより、

住替えようとしても、売却価格が購入価格を下

回るという住宅資産制約があるために、円滑に

住替えることができないと考えられる。この優

遇税制は、そのような家計の住替えを促進する

ために導入された税制度である。

次に注目する制度・政策は、借家市場におけ

る借地借家法である。この法律は、第2次世界

大戦中に借家人を保護するために作られた法律

であるが、賃貸借家人に契約更新権と家賃の面

で、強力な法的保護を与えているという特徴が

ある。この法律の存在により、家主が市場の状

態に合うような家賃の値上げをすることは困難

となっている。結果として、市場では家賃が上

昇している状況でも、借家人は、同じ借家に継

続的に住み続ければ、新たな借家に住替えた場

合に支払う新規家賃よりも安い家賃を支払えれ
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著書 「土地と住宅の経済介析

一一日本の住宅市場の計量経，斉

学的分析］（創文社）ほか。

ばよいことになるため、借家人の住替えを阻害

することになっていると考えられる。

以上のわが国特有の制度・政策の住替えに与

える影響を、日本全国をカバーする「慶麿義塾

家計ノfネル調査（KHPS）」の個票データを使

い、ハザード・モデルを用いて分析した。

本稿の構成は次のようになっている。 1節で

は、簡潔に日本経済の特徴と、住宅市場に関連

する 2つの政策についてまとめる。 2節では、

計量分析で用いられるモデルを議論する。 3節

は、分析に用いたデータについて議論する。 4

節では、持ち家サンプルに基づき、住替えに対

する政策効果の分析結果を議論する。 5節では、

借家サンプルの場合に、借地借家法が住替えに

及ぽした原因を議論する九

1日本経済、住宅市場、そして住宅関連

税制の概観

資産価格デフレーションの持ち家住宅市場への

影響

1986年から、日本は世界に類を見ない地価や

住宅価格の急激な上昇と下降とを経験した。こ

の価格上昇期に住宅を購入した多くの家計は、

その後の下落のために、資産価値の下落を経験

することになった。パフ‘ルの頃に住宅を購入し

た多くの家計は多額の住宅ローンを抱えること

になったのである。なかには、住宅価格の下落

のために、ローン残高が住宅価格を上回ること

になった世帯も存在する。例えば、 2005年には、

注文住宅を新規に購入した家計の64.4%がロー

ンを借りている。また、直前の住宅が持ち家で

あり、かっ売却した人についてみると、 75.0%

すみた・かずと
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慶慮義塾大学総合政策学部卒業、
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論文 「住宅価格変動の計量経

済介析：パフ’ル後の住宅価格変

動と住宅政策J(博士論文）ほか。

の家計が、以前の住宅を売却したときに、キャ

ピタル・ロスを被っている6）。日本では、住宅

金融はリコース（recourse）ローンにもとづいて

いるために、資産価格の下落期には、借手は不

動産における担保価値の下落から生じるリスク

をすべて引き受けなければならない。そして借

入額（元金と利子の合計）を完全に返済しない

限り、住替えをすることは困難である。これら

の借り手の問題に対して、彼らの住替え（借家

への住替えを含む）を容易にするために、政府

は2004年に「譲渡損失繰越控除制度」を設けた。

この制度は、 1998年に創設された持ち家から

持ち家へ買換えた世帯を対象とした「居住用財

産の買換えの場合の譲渡損失繰越控除制度」を

拡張した制度である。 1998年の制度では、 1998

年 1月1日から2006年12月31日までに住宅を売

却し、新たな住宅と買換え、かつ譲渡資産の住

宅ローン残高が存在することが適用の条件であ

った。住宅ローン残高の存在は2004年に問われ

なくなったが、この制度では適応外であった借

家に転居をした世帯をも適応対象としたものが、

2004年に創設された「譲渡損失繰越控除制度」

である。

この「譲渡損失繰越控除制度」は次のような

ものである。 2004年 1月1日から2006年12月末

までに 5年以上居住した持ち家を売却する時、

ローン残高が売却価格より大きい場合、この差

額をAとする。あるいは、売却した住宅の購入

価格が前住居の売却価格より大きい場合、この

差額をBとする。これらのAとBの小さいほう

の金額を住宅購入後の 3年間、所得税から控除

できる制度である。ここでは、この譲渡損失繰
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越控除制度の持ち家からの住替えへの影響を調

べる。以下の分析の結果によれば、この税制は、

住宅ローンに対する住宅価格の比率（以下、こ

れを、 LTV; Loan to Value Ratioと呼ぶ）が

大きな世帯に対して、特に有効であったことが

わかった。

資産制約が住替えに与える影響についてのい

くつかの実証研究は存在する (Henley 1998, 

Chan 1996; 2001, Lee and Ong 2005）が、これ

らの研究は、住宅資産制約の住替えへの影響を

分析しているのみである。本稿は、資産制約を

緩和するためにとられた政策が住替えに及ぼす

影響を初めて分析したものである。

借地借家法の借家市場への影響

借地借家法は、わが国の借家市場に大きな影

響を与えている。借地借家法は、家主による一

方的な退去要求から、借家人を守る法的根拠を

与え、裁判所による（暗黙の）家賃統制システ

ムを作り出しているといえる。第2次世界大戦

直後の極端な住宅不足と拡大した貧困の時代に

は、借地借家法は社会の安定と強調を保つ役割

を果たしたが、現在は状況が大きく異なってい

る7）。

借地借家法の下では、現在の借家人の継続家

賃は、同じ物件の新規契約家賃を越えることは

できない。最初に借家人が借家に入居する時の

新規契約家賃を、借家市場で決定される家賃

（市場家賃）の水準に決定することは可能だが、

続く契約更新時の継続家賃の値上げをする場合

には、借家人が家賃の値上げを認めない場合、

裁判所の判断を何がなければならない。市場家

賃が上昇している時期には、裁判所で認められ

る継続家賃は、市場家賃よりも低くなる九

さらに家主は、正当事由を証明することなし

には、現在の借家人を追い出すことはできない。

したがって家主は、裁判所に正当事由の存在を

証明できなければ、契約終了時に契約更新を拒

否できる権利を有していないのである。このた

めに借家人は、同じ家賃で同じ借家に無制限で
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住み続けることが可能なのである。

このような状況を踏まえて、借地借家法によ

る家賃統制システムの借家人の住替えへの影響

を分析するために、本稿では、まず家賃統制の

恩恵を享受している借家人と、継続家賃よりも

高い家賃を支払っている借家人とを識別してい

る。そのうえで、借地借家法により結果として

生じている暗黙の補助金額を求め、借家人の住

替えに対する借地借家法の影響を分析した

類似する既存研究として、住替えまでの居住

期間と家賃統制の関係を検討した研究

(Gyourko and Linneman 1989, Rapaport 1992 

Simmons-Mosley and Malpezzi 2006, Munch 

and Svarer 2002）がある。これらは特定の地

域を指定して家賃水準を直接統制するような明

示的な家賃統制に関する研究である。

しかし、日本では前述のように借地借家法を

通して、新規契約家賃は借家市場での市場家賃

として決定されるが、契約継続時の継続家賃の

上昇が認められない結果、市場家賃と継続家賃

との聞に差が生じ、この差が補助金の役割を果

たしていると考えられる 9）。そこで5節では、

日本特有の暗黙の家賃統制の住替えへの影響を、

暗黙の家賃補助尺度を求め分析を行なっている。

2ハザード・モデルの定式化

本稿では、各世帯の入居時点から2006年まで

の持ち家世帯と借家世帯の住替えまでの時間の

決定要因をハザード・モデルにより分析する。

まず、各世帯は生涯を通じての効用最大化に

基づいて、居住期間や住替えのタイミングを決

定すると仮定する。そして住替えの発生を、住

替えハザード率によりとらえる。住替えハザー

ド率h(t）は、 t時点まで居住していた住居を次

の瞬間に住替えする確率を表す。 Tを居住時

聞を表す確率変数とすると、ハザード率h(t)

は次式で表される。

Pr(tζT<t十MIT注t)
h (t）二Ym ムt

t時点における第i家計のハザード率は、第j



説明変数 Xlitを条件とすると (j=l，…， k）、次

のように定式化される。

h(tlxu1) = h。（t)exp （β。＋fl1Xm ＋…＋Ax出）

(1) 

ここでh。（t）はベースライン・ハザード関数

とよばれる。この関数を明示的に定式化しない

ノンパラメトリック・モデルである Coxの比

例ハザード・モデルと、 h。（t）を確率密度関数

を利用して明示的に定式化するパラメトリッ

ク・モデルがある。後述のようなハザード率の

シミュレーションを千子なうためには、ベースラ

イン・ハザード関数をパラメトリックに定式化

するモデルのほうが便利なので、今回は後者の

モデルを採用することにした。

パラメトリック・モデルとして、いくつかの

候補を考えることができる川。本稿では、持ち

家サンプルと借家サンプルともに、ワイブル分

布を採用している。ワイブル分布の場合、次の

ように定式化される。

h (tlxiit) = ptP-1exp （β。＋fl1Xm ＋…＋Axikt) 

(2) 

ここでpは推定されるべきパラメータを示し

ている。

(2）式の説明変数の係数βJ(j=l，…， k）は、

説明変数のハザード率に与える影響を示す。正

ならばハザード率を増加させ、負ならば逆であ

る。説明変数には、住宅の種類や属性を示す変

数、世帯主や地域を示す変数などが含まれる、

多くの変数が時間に依存する変数となっている。

3データ

KHPSデータと居住期間の説明

住替えと結果として得られる居住期間は、家

計の動学的最適化行動の結果として得られる。

そこで、このような家計の行動を分析するため

には、住替えが生じた時点のデータだけではな

く、過去のデータも必要となる。本研究では、

慶慮義塾家計パネル調査（KHPS）が、パネ

ル調査開始前に各世帯が現住居に入居した時の

情報や、それ以前の住居に関する情報を使用す

図 l 居住期間の説明

観測j期間

一一ー〈ーー

居住期間

一人一---t--. 完全な

‘ 居住期間l転居

居住期間
サンプル

不完全な

居住期間

サンプル

1980年 1月 2004年 2006年
1月 1月

（基準時点）

ることができるという利点を用いて、回顧パネ

ル・データを作成し、分析用データ・セットと

して使用している。

ここで分析に用いる KHPSについて簡単に

述べておく 11）。 KHPSは慶慮義塾大学経商連

携21世紀プログラムにより収集されている。第

1波の調査が2004年1月に実行されている。第

2波は2005年 1月、第3波は2006年 1月に調査

が行なわれた。第4波は2007年 1月に調査が行

なわれており、新たに1000世帯の標本が追加さ

れている。

観測期間、居住期間、そして住替えイベント

の定義の説明を図 1で示した。観測期聞は1980

年 1月から2006年 1月までである。パネル調査

の開始時点である2004年 1月を基準時点として、

それ以前に前住居、または現住居に入居した世

帯を分析の対象としている。基準時点以降から

2006年1月までに住替えた世帯を住替えイベン

トの生じた「完全な居住期間サンプル」（com-

plete residential spell samples）としている。

それに対して、住替えをせずに住み続けている

世帯を「不完全な居住期間サンプル」 (incom-

plete residential spell samples）とする12）。

2004年1月から2006年 1月までは、毎年ノfネル

調査が実施されているので、各世帯の情報を得

るのは容易であるが、 2004年以前については、

第 2回調査で調べられている情報をもとにして

遡っている。このようにすることにより 3年分

のパネル・データしか存在しなくとも、各時点

わが国の住替えに関する制度・政策の影響 15 
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世帯属性

inc四mp

age 

age2 

fsize 

住宅属性

hp 

hpgrsc3 

rent 

rentgrsc3 

hage 

rooms 

tenurep 

定義

1・2004-2006年の聞に転居，0：それ以外

居住期間

現住居での入居時点における実質所得（ 10,000円 2000年基準）

世帯主年齢（年）

世帯主年齢の2乗

世帯人員数

実質持ち家一戸建て価格（10,000円， 2000年基準）

実質持ち家一戸建て価格分布ラグ（ (3）式，m~3)

家賃指数（2000年 ~100)

家賃指数分布ラグ（(3）式，m=3)

築年数（年）

部屋数

前住居の所有形態，1・持ち家， 0・借家

世帯主の労働市場関連変数

reg 1：正規雇用， 0・その他

self 1 自営業， O：その他

fam 1・家族従業者， O：その他

ch田ige 1：転職をした場合， 0: otherwise 

住宅ローン関連変数（持ち家サンプルのみ）

LTV ローン／住宅資産価格比率（I』anto value ratio) ( 4式）

LTVDO l・OくLTV:Sl,0：その他

LTVDl 1: LTV>l, 0：そのイ也

住宅税制関連変数（持ち家サンプルのみ）

taxdedc 1・譲渡損失繰越控除制度の適応可能世帯， O：その他

借地借家法関連変数（借家サンプルのみ）

dire 借地借家法による暗黙の補助率（(5）式） この比が負の値をとる場合には 0。

地域ダミー変数 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の各地域に該当する場合は 1、それ以外はゼロ。

における住替え行動を捉えることが可能となる。

住替えの決定要因

住替えの決定要因として使用した変数を表 1

にまとめた。主な変数は KHPSの調査結果か

ら直接利用したが、以下では、 KHPSの調査

結果を加工して作成した変数について述べる。

住宅価格の期待変化率は、次のように作成し

ている。家計は過去の住宅価格変化率をもとに

して、将来の住宅価格の動きを予想すると考え、

後ろ向きの期待形成を仮定した。そこで、 Fi-

sherの簡便法（Dhrymes1971、蓑谷 1997)

に基づく次のような分布ラグで表されると仮定

した。
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ぷ m十1 i 
id. （ー l 官、／ー I')¥ /') Yt-i (3) 

ここでYtはt期における住宅価格変化率で

ある。ラグの長さは、利用不能となるデータ数

を最小限に抑えるために m=3としている。こ

の分布ラグの特徴は、過去の価格変化率の影響

が線形で減少することである。

住宅資産制約の住替えに及ぽす影響を分析す

るために、次の変数を作成している。ローン残

高と住宅資産価値の比を示す LTV (Loan to 

Value Ratio）である。

住宅ローン残高LTV- (4) 
住宅価格

ここで分母の「住宅価格jは居住開始時点に

おける購入価格に基づいている。土地と建物の



両方を購入している場合には、これらの合計と

している。この住宅価格の変化率が、先に言及

した各都道府県の平均住宅価格変化率に等しい

と仮定して、この変化率を利用して居住開始後

の毎年の住宅価格を計算している。

分子の「住宅ローン残高JはKHPSの第 3

回（2006年 1月）で調べられているローン残高

と返済額の情報をもとにして、元利均等返済を

仮定して毎年の返済額が2006年の金額に等しい

と仮定して計算されている。日本では元利均等

返済が最も一般的な返済方法であることに加え

て、返済期聞がおから35年と長期にわたる。そ

のため1980年以降ローンで住宅を購入している

多くの家計は、 2006年でもローンを保有してい

る可能性が高い。以上のような想定に基づき、

毎年の「住宅ローン残高」を「2006年 1月住宅

ローン残高＋2006年 1月のローン返済額×各年

の居住年数」のように計算している。ただし、

ローンのない世帯については LTV=Oとして

いる。

またハザード率と LTVの聞の非線形関係を

捉えるために、 LTVダミー変数も作成した。

ローンのない世帯を基準としたカテゴリカル・

ダミー変数である。 LTVDOはLTVが 1以下

の世帯は1、それ以外はOをとる。 LTVDlは

LTVが 1より大きい世帯、つまり負の資産価

値を持つ世帯を示している。これらのダミー変

数は、住替えハザード率に対して負の影響を持

つと考えられる。これらの係数は、ローンがな

い世帯との差を表している。

2004年 1月に創設された譲渡損失繰越控除制

度の対象となる世帯を示すダミー変数（tax-

dedc）は次のようにして作成している。この

所得控除制度を受けることができる条件は、住

宅を売却した年の年間所得が3000万円未満であ

ること、売却した住宅に 5年以上居住していた

こと、である。 taxdedcは、 2004年 1月以降に

これらの条件を満たす持ち家世帯の場合に 1を

とるダミー変数である。この変数は、正の符号

条件を持つことが予想される。

次に、借家から借家への住替えの場合にサン

プルを絞り、借地借家法が借家世帯の住替えを

抑制していたかどうかを調べる。借地借家法に

より生じた暗黙の補助金額の影響を調べるため

に、次の変数direを作成した。この変数は、

暗黙の補助額の継続家賃に対する比として定義

される。

dir 借地借家法による暗黙の補助額
Cー 継続家賃

(5) 

ここで分母の継続家賃 fcitは、現住居に入居

した時点から継続して支払っている家賃と定義

している。 t年の継続家賃を求めるために、

t-1年に借家に入居した世帯のサンプルを集め

た。これらの借家世帯のt年の継続家賃はt-1

年の入居時における新規家賃に等しいと仮定し

ている。 t-1年の対数変換した家賃を、部屋数、

築年数、地域ダミー変数、 t I年を示すダミー

変数に回帰している日）。

推定されたモデルを基礎にして、 t年の継続

家賃の予測値 fcitが推定されている同。これら

の値は、一般的な借家契約期間が2年間である

ことを反映して 2年間同じ値となるように変換

されている。

(5）式の分子で使われている市場家賃 fmitは、

次のように計算されている。借家世帯を入居年

別に次のように 5グループ（1980← 1984年、

1985-1989年、 19901994年、 19951999年、

2000 2005年）に分類した15）。各グループごと

に家賃を、部屋数、築年数、地域夕、ミ一変数、

入居時点ダミー変数に回帰している 1九これら

の推定結果を用いて入居年ごとの市場家賃が予

測されている。これらを用いて、借地借家法に

よる暗黙の家賃補助率（dire）を計算している。

補助率に焦点、をあてているため、負になる場合

はOとしている。

最後に、地域差を考慮するために、 8地域の

地域ダミー変数（北海道、東北、関東、中部、

近畿、中園、四国、九州）を利用している。

わが国の住替えに関する制度・政策の影響 17 



表2 持ち家からの転居ハザード関数推定結果

変数 係数 z ハザード率

age ← 0.277 2.21 ＊ホ 0.758 

age2 0.003 2.88脅＊キ 1.003 

ageXincomp 0.000 0.27 1.000 

age×fs包e -0.004 0.29 0.996 

age×hage -0.001 1.63 + 0.999 

fsize 0.283 0.5 1.327 

hp 0.000 一0.5 1.000 

hpgr民3 -16.834 2.46** 0.000 

rent 0.042 0.6 1.043 

renほrsc3 -30.000 1.21 0.000 

rooms 0.240 0.68 0.787 

reg 0.330 0.61 1.391 

self -4.346 -346＊＊ホ 0.013 

ch田ige 1.920 2.45料 6.823 

LTVDO 5.944 5.08*** 0.003 

LτVDl 21.522 34.57 ••• 0.000 

tenurep 1.390 1.8 * 4.014 

taxdedc 0.759 1.11 2.136 

LτVDl×taxdedc 17.332 13.06 ••• 3.4E+07 

定数項 2.276 -0.24 

p 2.415 4.15 ••• 

世帯数 429 

転居世帯数 16 

観測値数 3768 

対数尤度 20.9 

注）有意水準 ＊帥は 1%、仲は 5%、叫ま10%、＋は15%。

地域ダミー変数の推定結果は省略されている。

出所） Seko and S山nita(2007a) , Table 4. 

次に主な変数の特徴について述べておく。持

家サンプルについて、ローンのない世帯

(LTV ~o）は全体の1.3% に過ぎず、 O<LTV

ζ1の世帯は82.8%であり、 LTV>lの世帯は

15.8%存在する。 LTV別の住替え世帯の割合

を見ると、 LTVの低い世帯ほど住替えする傾

向が見られる。 LTVがゼ、ロより大きく 1以下

の世帯の LTV平均は0.51である。そして譲渡

損失繰越控除制度に該当する世帯の割合は18.8

%であった。 LTVが 1を超える世帯の LTV

平均は8.44である。このうち譲渡損失繰越控除

制度に該当する世帯の割合は8.38%であった。

次に、借家サンプルについてである。暗黙の

補助額を受けている世帯（dirc>O）の割合は、

(O<dirc<O. 5）のサンプルの占める割合58.8

%、（dire二三0.5）のサンプルの占める割合 5%
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なので、全体で63.8%にも達する。 direの大

きなグループのサンプル（dire二三0.5）は、 3

つのグループの中でも他の借家への住替えが最

も少なく（1.18%）、居住期間は最も長く

(12 .8年）、世帯主年齢も高く（46.9歳）、築年

数も最も古い（30.7年）。これらの大きな dire

を示している世帯は、近畿地方（36.5%）と九

州地方（37.6%）に集中している。以上より借

地借家法の恩恵を受けている世帯は長く、同じ

借家に留まる傾向が見られることがわかる。

4譲渡損失繰越控除制度の持ち家世帯住

替えへの影響

持ち家からの住替えのハザード関数の推定結果

持ち家からの住替え（持ち家から持ち家、持

ち家から借家を含む）のワイブル・ハザード関

数の推定結果が表2にまとめられている。

この結果から、持ち家住宅価格上昇期待を示

す変数（hpgrsc3）の係数は負であり、 5%水

準で有意である。しかし、持ち家住宅価格の係

数は有意ではない。これは持ち家世帯が住宅価

格上昇を期待している場合には、住替えをしな

い傾向を示していると解釈できる。この傾向は

欧米の研究にhan2001, Henley 1998）では観

察されない結果であり、日本の持ち家住宅市場

の特徴を示していると考えられる。

LTV関連の変数として、 LTVダミー変数

LTVDOとLTVDlを分析に用いている。これ

らのダミー変数はハザード率と LTVとの聞の

非線形関係を捉えるために使われている。これ

らの変数の係数は住宅ローンのない世帯との差

を示している。 LTVDOとLTVDlはともに負

で 1%水準で有意である。これより住宅ローン

が存在する場合には、住替えハザード率は低下

することがわかる。

労働市場関連の変数は、転職を示すダミー変

数（change）が正で有意であった。これより、

転職は住替えを促す傾向があることがわかる。

一方、世帯主が自営業の場合には、負で有意で

あることから、持ち家に留まる傾向があること



がわかる。

次に、どの世帯がこの控除制

度の思恵を得ているかを調べる

ために、 LTVダミー変数と譲

渡損失繰越控除制度の適応世帯

を示すダミー変数との交差項を

含むモデルを推定した。この交

差項は 1%水準で有意であった。

係数の大きさより、控除制度の

適応される LTVの大きな世帯

図2-LTV>lの場合の譲渡損失繰越控除制度の
持ち家からの非転居確率への影響

1.02 

1.00 

0.98 
非
転 0.96

量0.94

率 0.92
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出所） Seko血 dSumita (2007a). Fほ町e5. 

のLTVDlの係数は－4.19( = -21.522+ 17 .332）、

控除制度の適応されない場合の LTVDlの係数

は－21.522であるので、この控除制度は LTV

が 1を超えるような負の住宅資産をもっ世帯の

住替えに有効であることを示している。

世帯主年齢と建物の築年数の交差項（age×

hage）の係数は負で、 15%ではあるが有意で

ある。このことは世帯主が年齢をとり、建物も

古くなるに連れて、所有者の住替え率は低下す

ることを意味している。

以上の結果を要約する。 LTVが正の世帯は

住替えをしない傾向が見られたが、 LTVが 1

を超える世帯で、譲渡損失繰越控除制度の適応

条件に該当する世帯はこの優遇税制によって住

替えが容易になっていることが明らかとなった。

譲渡損失繰越控除制度の持ち家世帯住替えへの

効果

推定結果を用いてシミュレーションを行なっ

た。このシミュレーションでは、次のケースを

想定している。世帯主年齢は40歳、入居時点の

実質所得は700万円、世帯主は正規雇用として

勤務、世帯人員数は 5人、築年数は 8年、部屋

数は 5部屋、そして住宅は関東地方に位置して

いる。実質住宅価格、実質住宅価格期待変化率、

実質家賃、実質家賃期待変化率はすべて持ち家

住宅価格の全標本の平均値に等しいと仮定して

いる。

図2には、 LTV>1 (LTVDlニ 1）の場合の

税控除の効果が示されている。税控除が適応さ

れる場合（taxdedc = 1）とそうでない場合

(taxdedc=O）とを比較している。税控除が適

応されないと、非転居確率はほとんど Iのまま

だが、税控除が適応される場合には、非転居確

率は毎年低下していくことが分かる。このこと

からも譲渡損失繰越控除制度は LTVの大きな

世帯の住替えを容易にしていることがわかる。

5借地借家法の借家世帯の住替えへの

景多響

借家世帯住替えハザード関数の推定結果

この節では、借地借家法が借家世帯の住替え

に影響を及ぽしているか否かを検討する。借家

の契約更新時の継続家賃と市場家賃とを明確に

区別し、借地借家法の効果を前述の direによ

り計測している。

表 3はdireを用いた借家から借家への住替

えに関するワイブル・ハザード関数の推定結果

である。借家から持ち家のケースを除いている

のは、住替え先が持ち家の場合には、住替え後

のdireを用いることができないためである。

借地借家法の暗黙の補助率 direの係数は負

で10%水準で有意である。これより、借地借家

法による暗黙の補助が借家世帯の住替えを抑制

していることが示唆される。また実質住宅価格

指数の係数は有意ではないが、実質家賃指数の

係数は正であり 1%水準で有意である。また実

質家賃上昇率の期待値の係数は負であり 1%水

準で有意となっている。これは家賃水準が高い

ときにはハザード率は高まるが、将来の家賃上
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表3一借家世帯から借家世帯へのワイブ・ルハザード
関数の推定結果

変数 係数 z ノ、ザード率

age 0.238 -184 * 0.79 

age2 0.003 2.00紳 1.00 

fsize 0.106 0.26 1.11 

ageXincomp 0.000 1.25 1.00 

age×fsize 0.006 0.62 0.99 

age×hage 0.001 -1.37 1.00 

hp 0.001 1.19 1.00 

hpgrsc3 5.583 1.54 + 265.88 

rent 0.138 2.70 ＊ホキ 1.15 

renほrsc3 57.332 3.03 *** 0.00 

dire 3.370 1.95 * 0.03 

rooms 0.818 6.76キ＊＊ 2.27 

reg 1.225 2.06 ＊ネ 3.41 

self 0.447 1.07 1.56 

furn -0.049 -0.06 0.95 

change 1.424 2.62 *** 4.16 

定数項 20.061 2.86 *** 

p 2.231 7.46 ＊本＊

世帯数 231 

転居世帯数 50 

観測値数 1714 

対数尤度 -85.4 

注）有意水準：＊＊＊は 1%、仲は 5%、吋土10%、＋は15%。

地域ダミー変数の推定結果は省略されている。

出所） Seko皿 dSumita (2007a), Table 5 

昇が予測されるときには、住替えハザード率は

低くなることを示している。これより、 dire

の結果と併せて考慮すると、家賃を低く抑えて

いる借地借家法は、借家世帯の住替え率を低く

している原因となっていると考えられる。

労働市場関連の変数については、転職ダミー

変数（change）の係数は正で有意である。こ

れにより、持ち家世帯の場合と同様に、借家世

帯の場合も転職は、住替えに影響を及ぽす重要

な要因であることがわかる。また正規雇用であ

れば、住替えハザード率は高まることもわかる。

世帯主年齢の 2乗の項は、持ち家世帯の場合

と同様に、正で有意で、あり、年齢が高くなるに

つれて、住替えハザード率が上昇する傾向があ

る。

借地借家法の借家世帯の住替えへの影響

次に異なる direの値別に、同じ借家に留ま
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る非転居確率を求めるシミュレーションを行な

う。これらのシミュレーションは、次の仮定の

下で行なわれている。世帯主年齢は35歳、世帯

主は正規雇用として勤務し、現住居に居住しは

じめた時の実質所得は4000万円、世帯人員数は

4人、住居の築年数は 8年であり、関東地方に

立地している。実質住宅価格、実質住宅価格変

化率の期待値、実質家賃、実質家賃変化率の期

待値は、全借家居住世帯の平均値に等しいと仮

定している。

シミュレーションは direを補助額がゼ、ロか

ら、補助額が継続家賃と等しい 1まで、 0.1き

ざみで増やすことにより行なわれている。この

結果が図 3に示されている。 direの増加とと

もに非転居確率は 1に近づくことがわかる。借

地借家法による暗黙の補助額が増えるに従い、

住替えの機会費用が増加することになり、住替

え確率が低下することが示唆される。

おわりに

日本は住替え率の低い固として知られている。

最近の日本経済の深刻な資産価格低下の影響と、

借地借家法を通じた家賃統制の影響により、住

替え率は以前よりも低下している。本稿では、

慶慮義塾家計パネル調査（KHPS）を用いて、

住替えハザード関数を推定し、持ち家世帯を対

象とする譲渡損失繰越控除制度と借家世帯への

借地借家法の影響を調べた。その結果、これら

の2つの制度は住替えに対して、それぞれ有意

な影響を与えていることが明らかになった。

持ち家からの住番えについては、譲渡損失繰

越控除制度は持ち家所有者の資産制約を緩和し、

とくに LTVが1を上回るような負の住宅資産

をもっ世帯の住替えを容易にしていることがわ

かった。しかし、この税制の適応条件、例えば

5年間居住しているという要件を緩めると、優

遇税制の適応条件を満たす世帯がさらに増える

と考えられる。

また借家からの住替えについては、現行借地

借家法による継続家賃への抑制は、借家世帯に



図3ー暗黙の家賃補助の借家からの非転居確率への影響
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出所： Seko皿 dSumita (2007a), Fig. 6 

補助額を支給する役割を果たし、これにより借

家からの住替えの機会費用を高めることにより、

借家世帯の現在の借家居住期間を長引かせ、住

替え率を低下させていたと考えられる。

借家市場には、 2000年3月に新たな居住形態

として「定期借家権付き借家」（定期借家）が

導入されている1η。この定期借家での契約では、

賃貸契約の更新が家主と借家人の相互の合意に

基づいて行なわれ、家主が市場状況に合わせた

家賃を提示できる。継続家賃の裁判所による暗

黙の家賃統制の影響を受けないこの定期借家の

導入により、将来の住替え率の拡大を促進する

ことができると考えられる。

住替え率を高めることにより、住宅市場での

調整として、価格調整だけではなく、数量調整

が働くような環境を整えることにより、住宅価

格の変動を抑えることが可能となるのではなか

ろうか。

、迂

1 ) Long (1991)は先進国間の住替え率の違いを分析

している。 Strassmann(1991）は住宅市場における

規制と住替えの国際比較をしている。 Angel(2000) 

のTableA. 25 (p. 372）は、 1990年における53カ国

の主要都市の住替え率を示している。 Harsman

and Quigley (1991）の Tablel-5はヨーロツノf

とアメリカの年間住替え率を示している。

2 ) U.S. Census 2000 Analyzed by the Social 

Science Data Analysis Network (http://www. 

censusscope.org/ us/ s48/ chart migration. 
html) 

3) Statistics Canada Releases 2001 Census 

Mobility Data. 

4）これらの数字は、「平成15年住宅・土地統計

調査Jに基づく。

5）本論文は瀬古・隅田（2006）を発展させた

Seka and Sumita (2007a）の分析を加筆・修正

し、要約したものである。より詳細な分析結果

については、 Sekoand Sumita (2007a）を参照

のこと。

6）国土交通省『平成18年住宅市場動向調査』。

ただし、この調査は、平成17年に、住宅を購入

した世帯に関する調査であり、われわれの分析

で用いたデータとは、対象が異なることに、注

意すべきである。

7) Iwata (2002) p. 126. 

8）金本（1997)146頁、 Iwata(2002) p. 126など。

9）このような家賃統制は、 Turnerand Malpezzi 

(2003）で示されている「家賃上昇率に関する規制」

に似ている。しかし、ここでは家賃上昇は物価上昇

などには関係していない。

10）候補としたベースライン・ハザード関数は、指数

分布、ワイブル（Weibull）分布、ゴンペルツ

(Gompertz）分布、対数正規分布、対数ロジスティ

ック分布である。これらのモデルを最尤法で求め、

得られた AICを最小にするモデルを選択した。

11)詳しくは樋口・慶慮義塾大学経商連携21世紀CEO

(2005、2006）と樋口・瀬古・慶慮義塾大学経商連携

21世紀CEO(2007、2008）を参照されたい。

12）打ち切りサンプル（censoredsample）とも呼ばれ

る。

13）このモデルの推定結果は、著者に請求されたい。

14) t l年の家賃をもとにしてモデルを推定している

ので、 t年の契約更新家賃を予測する際には、築年数

と入居時点ダミー変数を l年ずつずらしている。

15）本来ならば入居年ごとのモデルを推定したいのだ

が、サンプル数を十分確保できない年があるので、

5グループにしている。

16）これらのモデルの推定結果は、著者に請求された

しユ。

17）関連する研究として Sekaand Sumita (2007b）が

ある。
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研究論文

中古住宅市場における
転売外部性の実証分析

岩田真一郎・山鹿久木

はじめに

中古住宅市場において、買い手は市場にでて

いる住宅の品質を正確に知ることは難しい。住

宅の質は、建てた時の品質にもよるが、その後

の居住者の住宅の扱い方や維持管理投資の水準

によって大きく影響される。買い手にとって、

住宅のこれらの情報が観察不可能、もしくは十

分観察できないのであれば、逆選択問題やモラ

ルハザードの問題がおこってくる。

Chinloy (1978）は、住宅には観察できない

部分があることを前提に、 Akerlof(1970）の

いうレモンの住宅所有者が、住宅を修理せずに

転売するため、中古住宅市場では品質の悪い住

宅（レモン）が良質の住宅（ピーチ）を駆逐す

るという逆選択問題が発生すると述べている。

Harding, Miceli and Simarns (2000）は、売

り手の住宅の扱い方が観察できなければ、たと

え住宅を丁寧に扱ってもそれが住宅価格に完全

には反映されないため、住宅の転売を考えてい

る売り手の維持管理投資が、転売を考えていな

い持ち主のそれよりも過小になると指摘してい

る。彼らは、この情報の非対称性によるモラル

ノ、ザードの問題を転売外部性と名づけている。

さらに彼らは、 2年から 3年以内に住宅の転売

を考えている住宅所有者の住宅の維持管理投資

額と、転売を考えていない住宅所有者の維持管

理投資額を比較し、転売外部性の可能性につい

て実証分析を試みたが、転売外部性は統計的に

有意には支持されなかった。彼らは、転売外部

性が観察できなかったのは、売り手が転売直前

に住宅の見た目をよくしようと観察可能な投資

（化粧直し的な投資）を行なうためだと解釈し

ている。

そこで本稿では、転売外部性が住宅の維持管

理投資に与える影響を、国土交通省が行なった

『平成15年住宅需要実態調査Jを利用して検証

する。さらに、 Harding,Miceli and Simarns 

(2000）で述べられているように、近い将来に

転売を考えている世帯は、化粧直し的な投資を

行なう傾向になるのかどうかも検証する。また、

これらの検証を、各世帯は転居するかどうかを

内生的に決定できるため、転居するかどうかの

内生性を考慮した推定モデルによって分析を行

なう。

本稿は、 Iwataand Yamaga (2007）を加筆

修正したものである。 Iwataand Yamaga 

(2007）では、転売外部性が維持管理投資額に

与える影響を理論モデルで分析しているが、本

稿ではそれを論じなし〉。この点については

Iwata and Yamaga (2007）を参照されたい。

本稿の構成は以下のとおりである。第 1節で

は、日本の中古住宅市場について、簡単に述べ

ており、また第2節、第3節では使用するデー

タについてみている。第4節では、住宅の投資

関数の推定が、第5節では内生性を考慮したモ

デルの推定が行なわれる。また第6節で住宅の

リフォーム内容と転売外部性の関係が実証され

ている。
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1日本の中古住宅市場

『国土交通白書』（平成16年版）は中古住宅市

場の国際比較を紹介している。それによれば、

日本の全住宅取引量に占める中古住宅取引戸数

の割合は11.8%で、アメリカの76.1%、イギリ

スの88.2%、フランスの71.4%に比べると極め

て少ない。山崎（1997）は、日本の中古住宅の

取引割合が少ないのは、アメリカなどに比べて

維持管理投資に関する履歴情報が整備されてい

ないためであると述べている。

2中古住宅に関するデータ

前節で述べたように、日本の中古住宅市場は

極めて未整備である。日本で中古住宅市場につ

いて調査されているものの一つに『住宅需要実

態調査』がある。この調査は国土交通省が行な

っているものであり、 5年ごとに全国を対象と

して行なわれるクロスセクション調査であり個

票データである。平成15年調査では、約10万世

帯が抽出されている。この調査では、住宅や世

帯に関することのほか、住環境の評価や今後の

住み替えや改善の意向、さらには最近5年間に

おける維持管理投資（リフォーム）を行なった

かどうか、行なった場合いくら支出したかなど、

細かくたずねている。

3データ

本稿では、日本の中古住宅市場において、転

売外部性が存在しているのかどうかの実証分析

を行なう。具体的には、近い将来に転居するか

しないかの意思の差が、住宅の投資行動に影響

を与えているかどうかを、居住者の住宅への維

持管理のための支出額を被説明変数とする住宅

投資の関数を推定することにより、実証する。

データは第2節で説明した『平成15年住宅需

要実態調査』を用いる。その調査の中で維持管

理投資を実行し、かつ維持管理投資額を回答し

ているサンプルを用いる。ただし、持ち家であ

っても共同住宅の場合は、共有部分が存在する。
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表l 変数の平均値／最頻度帯

変数名 平均値／平均帯

投資額（万円） 483.0 

転売ダミー 0.01 

敷地面積（m') 53.38 

居住室数 6.7 

建物構造ダミー

木造 0.92 

SRC 0.04 

その他 0.04 

建築年度（年） 1971-1980 

世帯人数（人） 3.7 

世帯主年齢（歳） 55.7 

建築年度（年） 1971-1980 

東京都区部ダミー 0.02 

大都市（12都市）ダミー 0.08 

その他地域ダミー 0.90 

サンプル数 3195 

共有部分への投資は、居住者は積極的に行なわ

ない、あるいは行なう必要がない場合が多いた

め、本稿の実証目的である転売外部性とは別に、

共有地の問題による維持管理投資の歪みが発生

する可能性がある。そこで本稿ではサンプルを

一戸建ての持ち家に限定して分析を行なってい

る。

その他、維持管理投資を説明する変数として、

『住宅需要実態調査Jから（1）住宅の特性と立地

を説明する変数、（2）居住者の所得や家族構成と

いった世帯の特徴を表す変数を採用している。

表 1にそれらの変数の記述統計量を報告してい

る。表1では変数の平均値あるいは最頻度帯を

示している。われわれのデータベースにおいて

転居の意向があるサンプルは45であった。

表 1にあるように、推定モデルの被説明変数

である住宅への投資額は、平均値が483万円で

あった。

説明変数として、（l){主宅の特性を表す変数と

しては、敷地面積、部屋数、建物構造、建築年

度を用いた。建築年度に関して最もサンプルが

多い階層は1971年から1980年に建築された住宅

であった。

次に、（2）世帯に関する変数としては、入居年

度、世帯人数、世帯主の年齢、世帯の所得、を
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採用している。建築年度に関しては、

サンプルが最も多い階層は、 1971年か

ら1980年であった。所得階層は、 500

万から600万円の階層に比較的集中す

る傾向がみられる。

表2一住宅投資モデ、ルの推定結果：被説明変数ニIn（投資額）

OLS Median Regression 

係数 標準偏差 係数 標準偏差

定数項 2.698 ＊＊本 (0.521) 2.566キ＊＊ (0.703) 

転居ダミー 0.121 (0.148) 0.378 * (0.198) 

住宅価格 0.025 (0.117) 0.010 (0.158) 

4住宅への投資関数の推定 建築年度 0.056 *** (0.015) 。.047キ＊ (0.020) 

敷地面積 0.000 ** (0.000) 0.000 (0.000) 

部屋数 0.086 ＊＊キ (0.014) 0.085 *** (0.019) 

SRC構造 0.015 (0.093) 0.094 (0.125) 
第3節のデータを用いて、住宅に対

する投資モデルを推定する。まず、

Harding, Miceli and Sirmans (2000) 

に基づいて、次のような住宅のメンテ

ナンスに対する支出関数を推定する。

その他の構造 -0.064 (0.093) 0.169 (0.125) 

世帯主年齢 0.003 (0.002) 0.005キ (0.003) 

世帯人数 -0 034 *** (0.013) 0.033 * (0.018) 

世帯所得 0.031 *** (0.006) 0.029 ＊＊キ (0.008) 

入居年度 0.066 *** (0.011) 0.081 *** (0.015) 

Mi二 Xib+aRi十e1 東京都区部 0.006 (0.164) 0.016 (0.219) 

大都市 0.027 (0.071) 0.003 (0.096) 

Miは投資額の対数値、 xiは世帯や

住宅の特性ベクトルを表し、 R1は転

居する意思がある世帯のダミー変数で

ある（以後転居ダミー）。 bとaは推

Adj.R' /Pseudo R' 。.07 0.04 

N 3195 3195 

1) ＊材、仲、キはそれぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意であることを示す。

ただし括弧内は標準偏差である。

定パラメー夕、 e1は誤差項である。
2) R＇は、 OLSに関してはAdj.R2、MedianRegressionに関してはPseudoR2である。

これを OLS推定した結果が表 2の左の列であ

る。転居ダミーの係数値はマイナスで推定され

ているが有意でhはない。また同様のモデ、ルの推

定を MedianRegressionによっても行なって

いる。 MedianRegressionは一般に異常値や

分散の不均一性に対する頑健性が高いとされて

いる推定モデルであり、今回の被説明変数であ

る投資額のデータにおいても、転居しないグル

ープで相当高い額への分布があり、異常値の影

響を受けている可能性が高いと考えられるため

この推定方法による検証も行なった。

Median Regressionにおける転居ダミーの

係数はマイナスに10%水準で有意に推定された。

このことは、転居する意向がある世帯は、転居

しない世帯に比べて住宅の維持管理に関する投

資額が少ないことを表しており、転売外部性の

存在が確認されたことを意味する。

5内生性の検証

第 4節の推定モデルにおいて、転居夕、ミーの

内生性の問題が疑われる。この点に関して本節

で検証を行なう。本節では treatment effects 

modelにより内生性の検証を行なう。このモ

デルは次のように定式化される。推定される投

資額関数を、

Yi= Xiβ＋o'R;＋εj 

とする。ただしれは対数投資額、 xjは投資額

に影響を与える説明変数ベクトル、 R；は転居
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する（treatment）かどうかを示す内生ダミー

変数である。転居するかどうかの決定は、観察

されない変数R；＊の大きさによりなされる。 Rt

は観測される変数ベクトル wjと誤差項 Ujに

依存し、次のように定式化され、

Rt =W；γ＋u; 

R =fl if R;*>O 

・ lO otherwise 

である。ただし εとuは平均O、共分散行列、

r: ~J 
に基づく二変量正規分布である。もし εとu

に相関が認められれば、 OLS推定において上

方へのバイアスが存在することになる。

この転居するかどうかの意思決定のモデルに、

新たに 2つの変数を追加している。 1つは、住

宅およびそのまわりの環境に対して、居住者の

評価のデータであり、もうひとつは中古住宅市

場で売却した場合の住宅の予測価格のデータで

ある。前者の評価のデータについては、『住宅

需要実態調査jの中で、住宅およびそのまわり

の環境に対して、居住者の評価をたずねている

ものがある。データは 4つの階級に分けられた

質的変数であり、 1が満足度が最も高く、 4が

最も低いという順序づけがされている。

利用するデータでは、連続変数のものは対数

に変換して推定を行ない、その推定結果を表3

にまとめた。

これによれば、敷地面積や部屋数の係数値が

プラスで推定されており、より広い住宅は維持

管理投資額が大きいことがわかる。また所得水

準が高い世帯ほど、投資額が高いことも示され

た。また、建築年度が古い建物ほど、投資額が

大きいこともわかった。

転居ダミーの内生性を考慮したモデルでは、

転居ダミーの係数は有意にマイナスで推定され

た。このことから、将来住宅を転売しようとし

ているグループの投資額が、転売を考えていな

いグループのそれより統計的に有意に低いこと

が明らかになった。
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表3-Treatment Effects Modelによる住宅投資支出
関数の推定結果

係数 Z値

投資額

定数項 2.616 ••• (0.159) 

転居ダミー 1305 ••• (0.279) 

建築年度 0.052 ••• (0.011) 

敷地面積 。000料 (0.000) 

部屋数 0.084 ••• (0.010) 

SRC構造 0.002 (0.085) 

その他の構造 0.063 (0.092) 

世帯主年齢 0.003 (0.002) 

世帯人数 0.038 *** (0.013) 

世帯所得 0.032 ••• (0.006) 

入居年度 0.061 ••• (0.011) 

東京都区部 0.009 (0.141) 

大都市 0.054 (0.066) 

転居ダミー

定数項 3.751 ••• (1.417) 

住宅価格 0.010 (0.247) 

住宅の評価 0.351 *** (0.088) 

近隣環境の評価 0.210 •• (0.083) 

所得 0.046 ** (0.022) 

世帯人数 0.121 •• (0.051) 

世帯主年齢 0.008 (0.007) 

入居年度 0.123 *** (0.035) 

東京都区部 0.425 (0.388) 

大都市 0.517 ••• (0.170) 

p 0.53 

邑 0.99 

LR test ( p = O) 7.9 

N 3195 

注）判＊，柿，＊はそれぞれ1%、5%、10%水準で統計的に有意であ

ることを示す。ただし括弧内は標準偏差である。

表3の下半分は、転居するかどうかの意思決

定の推定モデルになるが、データとして、住宅

や近隣環境への満足度のデータをこの転居の意

思決定のモデルに追加している。

表3によると、これらの係数がプラスで推定

されていることから、住宅や近隣環境により強

く不満をもっ世帯は、近い将来に転居しようと

考えている傾向にあるということがわかった。

また所得水準が高い世帯は、転居する可能性が

高いことがわかった。

6リフォーム内容と転売外部性

『住宅需要実態調査』では、リフォームの工



事種別をたずねている。具体的には最近5年間 表4 過去5年間におけるリフォームの種類の割合

にリフォームを行なった世帯を対象にリフォー

ムの工事種別として、「増築」、「改築J、「模様

替え・修繕などjの3つのうち、いずれを行な

ったかを質問している。

『住調Jでは、「増築」とは住宅の床面積を増

加させる工事、「改築Jとは住宅の一部を取り

壊し、取り壊した面積内で改めて住宅部分を建

築する工事、「模様替え・修繕など」は、内装

の模様替え、屋根のふき替え、間取りの変更、

設備の改善など床面積を増加させたり住宅の一

部を取り壊したりせずに行なう工事であると記

されている。本節で用いたサンプルに関しての

記述統計量を表4に報告しているが、それによ

ると66.43%が「模様替えや修繕など」を選択

していることがわかる。

この増築、改築、模様替えという 3つの選択

肢のうち、増築や改築には、建物の構造等にか

かわる部分が含まれ、模様替えよりも、比較的、

目に見えにくい工事が多く含まれる。一方、模

様替えのほうは、トイレや台所、内装といった

目でみてすぐわかる工事内容が多く含まれてい

る。

岩田・山鹿（2005）では、平成15年度の住宅

需要実態調査の個票データを用い、住宅の転売

を行なうかどうかの意思決定が、住宅のリフォ

ームの種類にどのような影響を与えているのか

を、多項ロジットモデルを用いて検証している。

そしてその結果、転売を考えている世帯は

「模様替え・修繕などJを選択する可能性が、

転売の予定がない世帯に比べて高いことが実証

されている。具体的には、「増築」や「改築」

を選択する確率は、転売しない世帯のほうが高

いのに対して、「模様替え・修繕など」を選択

する確率は、転売予定の世帯のほうが約17%高

いことがわかる。

そこで本稿では、岩田・山鹿（2005）では考

慮されていなかった内生性を考慮したモデルを

用いて同様の分析を行なう。そのために、まず

増築、改築と模様替えの 2つのグループに分け

増築

改築

模様換え・修繕など

16.02% 

17.54% 

66.43% 

表5-Bivariate Probit Modelによるリフォーム選択
モデルの推定

係数 Zf1直

化粧直しダミー

定数項 0.645 *** (0.211) 

転居ダミー 1.828 ** (0.835) 

建築年度 0.000 (0.000) 

敷地面積 -0038本料 (0.013) 

部屋数 0.319 *** (0.121) 

SRC構造 0.294ネ＊ (0.132) 

その他の構造 0.006キキ (0.002) 

世帯主年齢 0.090 ＊キ＊ (0.018) 

世帯人数 0.001 (0.008) 

世帯所得 -0049仲＊ (0.015) 

入居年度 0.053 *** (0.016) 

東京都区部 0.166 (0.196) 

大都市 0.167 * (0.098) 

転居ダミー

定数項 -3.671料 (1.534) 

住宅価格 -0.037 (0.270) 

住宅の評価 -0.004 (0.007) 

近隣環境の評価 0.143 *** (0.054) 

所得 0.046 ** (0.023) 

世帯人数 0.136 *** (0.037) 

世帯主年齢 0.312 *** (0.097) 

入居年度 0.222本本 (0.089) 

東京都区部 0.466 (0.396) 

大都市 0.531 *** (0.179) 

.< -033 

IR test （ λ~o) 7.9 

N 3195 

注）辛料、料、＊はそれぞれ 1%、5%、10%水準で統計的に有意

であることを示す。ただし括弧内は標準偏差である。

なおし、模様替えを行なった世帯と転売の意思

との関係を実証する。

推定モデルとしては、第5節のモデルと同様

のモデルであるが、投資額を決める関数が、リ

フォーム選択のプロビットモデルになる。模様

替えを選択した世帯を 1とするダミー変数であ

る。

転売ダミーの内生性は引き続き考慮すること

とし、推定モデルは BivariateProbit Model 

を用いた。推定結果を表5に報告している。
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これをみると、転居ダミーの係数がプラスで

推定されていることより、近い将来に住宅を売

却して転居しようとしている世帯は、化粧直し

のようなリフォームを行なう傾向にあることが

わかった。このことは、 Harding, Miceli and 

Sirmans (2000）の結論と整合的であった。

おわりに

本稿では平成15年度の『住宅需要実態調査』

を用いて、日本の中古住宅市場における転売外

部性の影響を実証研究した。すなわち住宅の維

持管理投資額が、将来住宅を転売しようとして

いるグループと転売を考えていないグループで

どのように異なるかを検証した。その結果、将

来住宅を転売しようとしているグループの投資

額が、転売を考えていないグループのそれより

統計的に有意に低いことが明らかになった。

日本の中古住宅市場では、転売外部性により

維持管理投資が過少になっている可能性がある

ことが明らかになった。また、さらに将来住宅

を転売しようとしているグループは、比較的観

察しやすいリフォームを行なう傾向にあり、建

物の構造部分などに対する、観察が難しいとこ

ろへの投資は行なう傾向が少ないということも

わかった。そして、上記の問題について住宅を

転居し転売するか否かの内生性の問題を考慮し

たモデルで推定した。

本稿で分析したように転売外部性は、転居し、

住宅を再販売することを不利にする。これらの

外部性をとりのぞくシステム作りや整備が日本

の住宅市場には必要と考えられる。
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研究論文

社会資本の効率性と
政府間財政移転
近藤春生

はじめに

わが国では、社会資本の効率性に関する研究

が1990年代以降、精力的に行なわれてきた。経

済学的な手法に基づいた実証分析の主な問題意

識は、マクロレベルでは、わが国の社会資本の

整備水準が効率的な水準にあるのかを明らかに

することにあり、セミマクロのデータを用いた

研究では、社会資本の配分が地域間・分野聞に

最適に配分されているかを規範的な観点から、

検証することにあったと考えられる。

岩本（2005）が整理しているように、これま

での実証分析において、マクロレベルで見た場

合の社会資本は、最適水準と比較した場合の効

率性に関して一致した結論が得られていないの

に対し、地域別で見た場合には、都市圏の社会

資本が過小（もしくは地方部の社会資本が非効

率）であり、分野別で見た場合には、第 1次産

業関連の社会資本が過大（もしくは第 3次産業

関連の社会資本が効率的）であるとの結論で一

致しているといえる。

しかし、地域別の社会資本の効率性に格差が

生じている理由については、これまで必ずしも

十分に検討されていない。そこで、本稿では簡

単な理論モデルに基づく実証分析を行なうこと

によって、社会資本の効率性に見られる地域聞

の差を説明する要因について事実解明的に分析

することにしたい。本稿では、社会資本の効率

性に差が生じる理由として、中央政府から地方

政府への財政移転（地方交付税、国庫支出金）

の効果に着目する九

これは、わが国における公共投資の多くは地

方政府が主体となって実施されているが、その

財源の多くを中央政府からの財政移転に頼って

おり、政府間財政移転である補助金は地方政府

の行動を通じて、地域別の社会資本の効率性に

差を生じさせる大きな原因となっている可能性

があるためである。

社会資本の効率牲を評価する実証分析の手法

としては、社会資本を含んだ生産関数を推定す

るもの（生産関数アプローチ吋と社会資本の

便益がその地域の地代に帰着するという資本化

仮説を前提するもの（資本化仮説アプロー

チ幻）とがあるが、本稿では後者を用いること

とする。これは、資本化仮説と地方公共財の効

率性に関する理論分析が従来から行なわれてお

り、政府間財政移転の効果について考慮する場

合もモデ、ルの拡張が容易であることと、わが国

の社会資本のうち多くのシェアを占める生活基

盤（社会資本）の性質を考慮すると、家計の効

用最大化行動を前提とする資本化仮説アプロー

チは、より理論モデルと整合的に実証分析の結

果を解釈できると考えられるためである。

本稿の構成は以下の通りである。まず、第 1

節では、簡単な理論モデルを提示し、社会資本

の資本化と補助金の効果について整理する。第

2節では、前節での理論分析に基づき、実証分

析を行なう。そして、最後に分析結果をまとめ、

結論を述べる。
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1理論モデル

本稿では、社会資本の資本化に関する実証分

析を行なうが、はじめに簡単なモデルを用い、

地方公共サービスとしての社会資本が地代に反

映されること（社会資本の資本化）と資源配分

の効率性の関係、および政府間財政移転（定額

補助金、定率補助金） 4）の地代に対する効果に

ついて説明する九

任意の地域に居住する家計は同質的であり、

合成財x、住宅財h、およびその地域の社会資

本Gから効用を得るものと仮定し、効用関数

をU(x,h,G）と表す。

まず、家計の予算制約式は以下のように書け

る。

x+Rh = y一τ (1) 

ここで、所得を y、一括固定税額を T、地代を

Rで表すことにする。所得は外生であると仮定

する。家計は費用ゼロで他地域への移住が可能

（開放地域の仮定）であるとすれば、効用水準

は地域間で等しくなるから、以下を満たす。

U(x, h, G) = u (2) 

また、地方政府は一括固定税 τ、定額補助金

L、定率補助金（補助率を Oで表す）を財源と

して、社会資本整備のための費用 Gを賄うと

すると、地方政府の予算制約式は以下の通りと

なる。（当該地域人口を N とする）

Nr+L = (1 B)G (3) 

まず、租税負担を考慮しない場合の、社会資

本を限界的に増やしたときの地代への影響を地

代勾配と呼びReと表すことにすると、（1）～（3)

式を全微分し、 dτ ＝Oとして整理すれば、以

下のように計算できる。

R _ Uc － G hUh 
(4) 

さらに、土地市場の均衡条件、 Nhニ H

(H：当該地域において利用可能な土地面積合

計）を（4）式に代入すると、

RcH = N·~ 
Uh  

(5) 
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が得られる。つまり、（5）式は、地域全体で評価

した社会資本から得られる限界便益（限界組便

益叫が、地代勾配に等しくなることを意味し

ており、社会資本の便益が地代に反映される

（資本化する）ことが確認できる。

次に、政府間財政移転の地代もしくは地代勾

配への影響を見る。租税負担の効果も合わせて

考えると、（1）～（3）式を用いることで、社会資本

と地代の関係は以下のように計算できる。

一dR TT 
H =N・___Jg_ー（1θ） (6) 

dG Ux 

つまり、当該地域の地代を最大化するように

社会資本を供給していれば（dR/dG二 0）、

Samuelson条件を満たすという意味で、社会

資本の供給は効率的になることがわかる。ただ

し、このことは当該地域にとっての最適性であ

り、大域的な（つまり、国全体の）効率性を意

味するものではないことに注意が必要である。

したがって、ここでは、社会資本の限界粗便益

（地代勾配に対応）をもって、効率性を評価す

るものとする。

そこで、ベンチマークとして地代が最大化さ

れているケースを考えると、社会資本の効率性

（地代勾配）と定率補助金との関係は、（5）、（6)

式から、以下のように書げる。

RcH = 1 B (7) 

つまり、補助率 θの引き上げは、当該地域

にとっての社会資本整備にかかる限界費用を下

げるので、地方政府の社会資本への投資額を増

やす効果を持つ。結果として、当該地域で整備

された社会資本の限界組便益も低下する（地代

勾配の傾きは緩くなる）ことがわかる。

一方、定額補助金が地代に与える影響は、当

該地域の社会資本の水準が効率的である（つま

り、 Samuelson条件を満たす）とき 7）、

τ
－
 

二R
E
 

A
U

一AU
一日 (8) 

と表すことができ、定額補助金の増加は通常、

所得効果によって、当該地域の地代を引き上げ

る効果を持つことが確認できる。



したがって、補助金の地代（勾配）に与える

影響は次のようにまとめられる。すなわち、定

率補助金の補助率の上昇は、最適水準における

投資水準の増加を通じて地代勾配を引き下げる

効果を持ち、定額補助金の増加は通常、地代を

引き上げる効果を持つ。以下では、地代の代理

変数として地価を用いることとし、地価関数の

推定により実証分析を行なう。

2実証分析

社会資本の資本化（基本推定）

まず、基本推定として、政府間財政移転の効

果を考慮しないモデルによって、社会資本の資

本化について確認する。実証分析の手法として

は、資本化仮説の検証町こ古くから用いられて

いる、へドニック・アプローチを利用し、社会

資本を説明変数として含む以下のような地価関

数の推定を行う九

pi ＝ α ＋ ~,6'jKGij ＋ γ1Ti 十 ηDEBRi

+ YsKPi + ~clkXik ＋εI (9) 

ここで、 iは地域を表すインデックス、 Pは

地価10）、 KGは社会資本の水準、 Tは地方の租

税負担に関する変数、 DEBRは地方債比率、

KPは民間資本ストックの水準、 Xは地価に影

響を与えうる所得水準やアメニティ（地域施設、

気象条件）に関する変数など、地域の特性をコ

ントロールする変数を表すものとする。したが

って、社会資本の限界粗便益（＝地代勾配）は

βに対応する。なお、 αは定数項、 εiは撹乱項

を表す。

ここで、 KGとして各地域における社会資本

ストック額（実質）を用いるが、分野による資

本化の程度の違いを見るために、生活基盤の社

会資本と産業基盤の社会資本をそれぞれ説明変

数に入れたモデルと、両者を足し合わせたもの

（統合と呼ぶことにする）を説明変数に入れた

モデルの 2つを推定する 11）。

また、租税負担（T）を表す変数としては、

固定資産税の実効税率（固定資産税収・土地

分÷土地の資産額）を用い、地方債比率
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(DEBR）聞は、地方債の水準が資本化している

可能性を考慮して説明変数に加えた。固定資産

の実効税率の符号条件は通常の租税価格と同じ

くマイナスに、地方債比率は、原則的には、将

来の税負担と考えることができるので、理論的

には地方債比率は租税負担と同様に地価に対し

てはマイナスの影響を持つことが期待される。

そのほか、地価に与える地域属性をコントロ

ールする変数として、所得水準（ 1人当たり県

内総生産）、人口密度、持ち家比率を、地域の

アメニティ（気象条件等）をコントロールする

変数として、日照時間、降雪日数、建物出火件

数をそれぞれ用いることにした。これらのコン

トロール変数のうち、家計の購買力に相関する

所得水準、良好な生活環境の代理変数となる日

照時間は正の符号を、悪い生活環境の代理変数

となる降雪日数、建物出火件数は負の符号をと

ることが予想される。

推定結果は、表 1 ((a）社会資本・分野別、（b)

社会資本・統合）に示すとおりである。推定に

用いるデータはすべて、都道府県単位であり、

クロスセクションデータを 5カ年分（1980、

1985、1990、1995、2000年度）プールしたパネ

ルデータを用いている。

また、地価関数の推定に当たって計量経済学

的に注意すべき点として、社会資本整備に関す

る内生性の問題がある。そこで、内生変数のラ

グ変数と地域属性を操作変数として用いた操作

変数法（IV）により推定するとともに、操作

変数の妥当性をテストする過剰識別制約検定の

結果（検定統計量およびP値）についてもあ

わせて示している 13）。なお、固定効果について
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表ト地価関数の推定結果（基本推定）
(a）社会資本・分野別

被説明変数：地価（住宅地）

説明変数 係数 t値

定数項 5.660 ** 6.602 

社会資本（産業基盤） 0.020 0.330 

社会資本（生活基盤） 0.196* 2.263 

固定資産税実効税率 2.861 ** 4.041 

地方債比率 0.013 0.889 

民間資本 0.006 0.175 

建物火災出火件数 0.004 ** 3.279 

日照時間 0.071 ** 5.535 

降雪日数 。.002** 5.599 

所得水準 0.196女＊ 5.114 

人口密度 0.078 ** 4.208 

持ち家比率 0.001 0.590 

推定法 IV 

過剰識別制約検定［ P値］ 8.140 [0.087] 

標本数 235 

五戸 0.749 

(b）社会資本・統合

被説明変数：地価（住宅地）

説明変数 係数 t値

定数項 5.406 ** 6.382 

社会資本（統合） 0.253** 5.242 

固定資産税実効税率 2.909 ** 4.227 

地方債比率 0.Q18 0.184 

民間資本 0.013 -0.381 

建物火災出火件数 0.004 ** 3.287 

日照時間 0.070** 12.615 

降雪日数 0.001 ** 4.116 

所得水準 0.187 ** 3.611 

人口密度 0.065 ** 3.133 

持ち家比率 0.001 0.736 

推定法 IV 

過剰識別制約検定［ P値］ 7.895 [0.162] 

標本数 235 

[{2 0.752 

注 1) ( ）内はWhiteの 致性のある標準偏差を用いて計算したt値。

2）係数のH は1%有意水準で有意、吋ま5%水準で有意、 Tは10%水準で有意であることを示す。

は時間方向のみを考慮した。

推定結果を見ると、分野別の社会資本を用い

たモデルでは、生活基盤がプラスに有意（ 5 % 

水準）になっているのに対し、産業基盤の社会

資本の係数は統計的に有意となっていない。こ

の結果からは、生活基盤の社会資本ほうが、産

業基盤よりも社会的な便益が高いように見える。

ただし、社会資本の変数は互いに強く相関して

おり、多重共線性により係数が不安定になって

いる可能性がある。

その一方で、両者を足し合わせた社会資本

（統合）は、地価に対して強くプラスに有意と

なっている。その他、租税負担に関する変数、

地方債比率、また地域属性を表す変数も、想定

とほぼ整合的な結果になっており、決定係数も

0.75程度と高いことから、モデル全体の信頼性

も高いと考えられる。そこで、以下では、係数

の安定性を考慮して、生活基盤と産業基盤の社

会資本を足し合わせた統合ベースでの社会資本

ストックデータを説明変数に含めた地価関数を

用いて、政府間財政移転の効果について実証分

析を行なう。
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社会資本の資本化（政府間財政移転の効果）

上のモデルで示したように、政府間財政移転

（地方交付税、国庫支出金）が地代（勾配）に

影響を与えているかどうかについて明らかにす

るために、（9）式を拡張した以下の地価関数を推

定する。

pi ＝α十βKG1＋βSM・（KGi×SMGTJ

＋βSL・（KGi×SLATi)＋ψSLAT1 

＋γ1T1＋ゎDEBR1+ y3KP1 
+L:~Xik 十 εi

k 
）
 

O
U
 

l
 
（
 

ここで、 SMGTは国庫支出金補助率14）、

SLATは地方交付税交付団体ダミー（交付団

体＝ 1）を表し、 /3sM，βSLはそれぞれ、社会資

本ストックと補助率、交付団体ダミーとのクロ

ス項にかかる係数を表す。

つまり、定率補助金は均衡における地代勾配

を下げる効果を持つので、補助率×社会資本の

クロス項の係数が負に有意に推定されるか否か

によって、実際に補助率の差が地代勾配に影響

を与えているかが判断できる。したがって、定

率補助金である国庫支出金補助率とのクロス項

の係数/3sMの符号条件はマイナスになる。また、



表2地価関数の推定結果（政府間財政移転の効果）

被説明変数：地価（住宅地）

モデル I
説明変数

係数 t 値

定数項 7.215 ** 5.986 

社会資本（統合） 0.273 ** 5.869 

社会資本（統合）×補助率 0.234 ** -3.289 

社会資本（統合）×交付団体ダミー

交付団体ダミー 0.012 ← 0101 

固定資産税実効税率 3.231 ＊女 ← 4.605 

地方債比率 -0.002 0.313 

民間資本 0.041 0.106 

建物火災出火件数 0.003 -1555 

日照時間 0.011 -0.521 

降雪日数 0.002 ** 5.047 

所得水準 0.059 0.990 

人口密度 0.043 * 2.173 

持ち家比率 0.003 * 2.572 

推定法 IV 

過剰識別制約検定［ P値］ 9.891 [0.195] 

標本数 235 

j(2 0.768 

モデルE

係数 t値

5.200 ** 6.476 

0.491 ** 6司968

0.234 ** 3.333 

-0.183** -2.777 

1.557** 2.961 

-3.163 ** -4.551 

0.0002 0.033 

-0.032 0.940 

-0.003 t 1.768 

0.001 0.040 

0.002 ** 4目529

0.083 1.454 

0.007 0.384 

-o 003 * 2.508 

IV 

8.468 [0.293] 

235 

。ー769

推定している。

これによると、いずれ

のモデルで見ても、社会

資本の地価に対する影響

はプラスに強く有意とな

っていることと、定率補

助金の補助率が地代勾配

にマイナスに有意な影響

を与えていることが確認

できる。また、定額補助

金の効果については、

「定率性」を考慮しない

モデル Iでは、交付団体

ダミーが有意にはなって

いないが、「定率性」を

考慮して、社会資本との

クロス項を説明変数に含

注 1) ( ）内はWhiteの一致性のある標準偏差を用いて計算した唱。 めたモデルIIにおいては、
2）係数の＊＊は1%有意水準で有意、＊i;l:5%水準で有意、 Tは10%水準で有意であることを示す。 クロス項がマイナス、交

（少なくとも名目的には）定額補助金である地 付団体ダミーがプラスに有意となっており、地

方交付税については、所得効果から地価の上昇 方交付税が（部分的であるにせよ）定率補助金

をもたらすので、交付団体ダミーにかかる係数 化していることを反映していると考えられる。

ψはプラスになる。しかし、わが国の地方交 なお、地方債比率、および所得水準を含む、

付税については、地方債の交付税措置により、 地域の特性をコントロールする変数については、

定率補助金化しているという指摘がなされてお 基本推定では概ね符号条件を満たしていたもの

り、近年の実証分析においても「地方交付税の の、政府間財政移転の効果を考慮したモデルで

定率補助金化」を示唆する結果が得られてい

るl的。そこで、この交付税の定率補助金として

の効果を捉えるために、交付税ダミーについて

も社会資本とのクロス項を説明変数に追加する

ことで対処する。したがって、地方交付税が定

額補助金として機能していれば ψがプラス、

一方、定率補助金として機能していればβSLが

マイナスに推定されることになる。

基本推定と同じサンプル、推定方法（操作変

数法16）、時間方向固定効果）によって推定した

結果をまとめたものが表2である。「地方交付

税の定率補助金化」を考慮して、社会資本と交

付税ダミーのクロス項を含むモデル（モデル

II) と、含まないモデル（モデル I) の2つを

は、ほとんど有意になっていない。このことは、

追加した補助率、交付団体ダミーとのクロス項

とこれらの変数が相関していることによって多

重共線性が生じていることによる可能性があ

る17）。

モデルIIの推定結果を元に、都道府県ごとに

地代勾配を計算し、地域ブロックごとに平均し

て、棒グラフにしたものが図 1である。

これによると、地代勾配が高い地域は、三大

都市圏に対応する南関東、東海、近畿であり、

なかでもサンプル期間において一貫して不交付

団体であった東京都（もしくは東京都を含む南

関東）の地代勾配はきわめて大きし〉。一方で、

南九州、北海道、東北などはおしなべて地代勾
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図 l社会資本の地代勾配
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除く 含む

配が小さく、社会資本の効率性が低いことを意

味している。この結果は、アプローチは違うも

のの、生産関数を用いて、社会資本の生産性を

地域別に推定した吉野・中島（1999）などの結

果とほぼ整合的なものになっており、地域聞の

社会資本の効率J全の格差は政府間財政移転への

依存度の違いが影響を与えてきた可能性がある。

まとめ

これまで多くの実証分析により、社会資本の

生産性および効率性が地域間で異なることが、

中央政府による公共投資政策に対して含意を与

えるものとして、規範的な観点から指摘されて

きた。これらに対し、本稿では、政府間財政移

転と地方政府の役割に着目して、社会資本の効

率性における地域差を説明する要因として、政

府間財政移転を考慮し、事実解明的な理論・実

証分析を行なった。実証分析の結果から、デー

タの限界はあるものの、定率補助金（国庫支出

金と「定率化jした地方交付税）への依存度

（補助率）が高い地域ほど、地代勾配が低くな

っており、社会資本の効率性を低下させた可能

性があることがわかった。

また、地価関数の推定結果を用いて、地域ブ

ロック別の地代勾配を計算すると、これまでの

先行研究の結果とほぼ整合的な結果になってい

ることが確認された。
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以上のことから、これまで実証分析により明

らかにされてきた社会資本の効率性の地域差は、

すべてではないにせよ、中央政府による地方政

府に対する財政移転が社会資本の効率性を歪め

てきた可能性があり、地方分権改革で議論され

ている、地方交付税を含めた政府間財政移転の

スリム化は、非効率な社会資本整備を防ぐうえ

で重要であるといえる。

付録データの出典

・地価（住宅地）：国土交通省『公示地価J。

・固定資産税実効税率、地方債比率：総務省『地

方財政統計年報J『都道府県決算状況調』より加

工。

－社会資本ストック、民間資本ストック： （財）

電力中央研究所社会経済研究所『電中研社会資

本ストックデータJr電中研民間資本ストックデ

ータ』。なお、分野別社会資本ストックについて

は、「12目的別社会資本ストック額」の計数を用

いて、産業基盤＝道路（国県道）十道路（公団

等）十港湾・空港、生活基盤＝道路（市町村

道）＋公園・自然公園・下水道＋上水道十社会保

険・社会福祉施設・学校・病院として、それぞ

れ算出した0

・建物火災出火件数、日照時間、降雪日数、持ち

家比率：総務省『社会生活統計指標』。

－人口：総務省『住民基本台帳人口要覧』。



・面積：国土地理院『全国都道府県市区町村別面

積調』。

・県内総生産：内閣府『県民経済計算』。

＊本稿を作成するにあたり、金本良嗣東京大学教授を

はじめとする住宅経済研究会の先生方から、多くの

コメントをいただいたことに感謝したい。言うまで

もなく、残された過誤は筆者の責任である。

J王

1) 一部の先行研究で明らかにされているような、公

共投資や補助金配分に関する政治経済学的要因を否

定するものではない。

2) 例えば、育野・中野（1994）、岩本・大内・竹下・

別所（1996）、吉野・中島 (1999）、井田・吉田

(1999）などが挙げられる。

3) 例えば、田中（1999）、三井・林（2001）などが挙

げられる。

4) わが国の政府間財政移転制度においては、地方交

付税が（一般）定額補助金、国庫支出金が（特定）

定率補助金に分類される。

5) 以下のモデルは、金本（1997）の第6章のモデル

を拡張したものである。

6) ここで、“限界粗便益”とは、租税負担を考慮しな

いグロスの限界便益を意味する。

7) 社会資本の供給水準が効率的でなくても、定額補

助金が社会資本の増加に結びつかないケース（dG/

dL二0）では、伺じ結果が成立する。

8) たとえば、 Oates(1969）が挙げられる。

9) へドニック・アプローチは、住宅市場の需給が安

定し、均衡状態への調整がスムーズに行なわれると

考えられる、局所的な市場での分析に適している手

法であるといえる。しかし、本稿で扱うような、都

道府県レベルでも、長期的には、住民の移動によっ

て、地域聞の効用水準が等しくなり、社会資本の水

準の（地域間）差異が地価に反映することは考えら

れるので、この手法を用いることに一定の合理性が

あるといえる。

10) 地価としては、公示地価による住宅地の都道府県

平均地価を用いている。公示地価の観測点は、各地

域内で一様に分布しておらず、都市部に集中してい

る可能性があることに注意が必要である。ただし、

本稿で分析対象とする産業基盤、生活基盤の社会資

本ストックの効果については、都道府県聞で観測点

の選択に著しいバラツキがないかぎり、特に問題な

く検出できると考えられる。

11) 社会資本（民間資本）ストックのデータは、（財）

電力中央研究所の社会経済研究所が作成する「電中

研社会資本（民間資本）ストックデータJを用いる

こととした。また、規模の効果をコントロールする

ために、社会資本については、面積で除したものを

用いている。

12) 「地方債比率二各期の地方債残高÷法人住民税を

除いた地方税収と地方譲与税の和」として定義した。

13) 操作変数として、社会資本、地方債比率および所

得水準の 1期ラグ、 2期ラグ、固定資産税実効税率

の2期ラグ、 65歳以上人口比率、昼間人口を用いた。

14) ここでは、「国庫支出金（普通建設事業費支出

金）÷普通建設事業費」として定義している。本来、

社会資本ストックに対応した資金負担内訳に基づき、

補助率を定義する必要があるが、 1次資料として利

用可能なものがないため、ここでは便宜的にこの定

義を用いた。

15) たとえば、土居・別所（2005）参照。

16) 操作変数として、社会資本（クロス項含む）、地

方債比率、交付団体ダミーおよび所得水準の 1期ラ

グ、 2期ラグ、固定資産税実効税率の 2期ラグ、 65

歳以上人口比率、昼間人口を用いた。

17) 近藤（2008）では、本稿とほぼ同様の理論モデル

に基づいて、都市レベルのデータを用いた地価関数

の推定を行なっている。都市レベルでは、社会資本

の（ストック）データが利用できないため、フロー

である地方歳出（普通建設事業費）を用いているが、

定性的には本稿とほぼ同様の結果が得られている。
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住宅不動産税制の日英比較

はじめに

2007年7月、（財）日本住宅総合センターより、

イギリス住宅税制研究会編著『イギリスの住宅・不

動産税制』が刊行された。

本書は、（財）日本住宅総合センター研究部編著

『ドイツの住宅・不動産税制』（2005年 6月）、同セ

ンター研究部編著『フランスの住宅・不動産税制』

(2006年2月）に続く、同種の企画の一冊である。

（財）日本住宅総合センターが、わが国の住宅・

不動産税制に対する議論に貢献すべく、「諸外国に

おける不動産税制との比較研究」を行なってきた経

緯については、本書「刊行によせてJ（宮繁護理事

長執筆）からも知ることができる。

イギリスに関しては以前にも、『イギリス住宅税

制』（1996年 5月）が刊行されているが、同書の

「はしがき」にあるように、「イギリスで一般納税者

向けに書かれている住宅税制の解説書（Tolley’s

Tax Planning for Private Residences）の翻訳作業

を基礎として」いたため、住宅・不動産税制にあま

りにも特化した内容となり、イギリスの租税制度に

ついての基礎的な知識が十分でない場合には、理解

が必ずしも容易ではないという憾みがあった。

その意味で、本書では、先行業績である上記のド

イツ、フランスのものとは異なり、住宅・不動産に

係る税制を意識しながらも、内容をそこに特化させ

ずに、イギリスの租税制度の基本的仕組みがどのよ

うになっているかということを説明することにかな

り力点がおかれている。先行業績よりも頁数が多く

なっているのもそのことによるものである。

また、先行のドイツ、フランスの業績が（財）日

本住宅総合センター研究部編著の形式をとっている

のに対して、本書ではイギリス住宅税制研究会編著

の形式をとった上で、目次においても各章の執筆者

名を明示することとしている。
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それは以下の理由によるものである。すなわち、

本書の刊行に至る経緯については、本書「まえが

き」に記述があるが、「平成12年度において欧米4

か国の住宅税制に関する文献、資料を収集し、統ー

した編集方針のもとに国別の『原文資料集』を作

成」することに始まる。その後各執筆者が「住宅関

係税制の『解説資料素案』を作成しj、これをもと

に執筆者との度重なる検討会を行なったが、執筆者

全体での検討会を行なうことができなかったため、

最終的な執筆内容についての責任は執筆者各自が負

うべきであるという配慮によるものである。

いずれにしても、イギリス税制について丁寧に解

説した図書は従来ほとんどないということを考える

と、住宅・不動産税制に特化していないということ

が本書の価値を損なうものではないと解される。

l税務行政組織の概要

税務行政組織に改正があったことは重要な点であ

る。すなわち、従来イギリスにおいては、直接税と

間接税とで組織を異にし、直接税に関する賦課・徴

収事務を内国歳入庁（InlandRevenue）が、間接

税に関するそれを関税消費税庁（Her Majesty’s 

Colloquial Customs and Excise）が、それぞれ管

轄していたが、 2005年4月18日に両組織が歳入関税

庁 (HerMajesty’s Revenu巴andCustoms）に統合

されたことは重要な点である。

2所得税

所得税はイギリスの租税制度におげる基幹税であ

り、所得税の税収が租税収入全体に占める割合が高

いという点が、間接税の比率の高い他の欧州諸国と

比較して特徴的な点である。

また、所得税と区別してキャピタル・ゲインにつ

いてはキャピタル・ゲイン税が別に課されることと

されているところも特徴的な点である。



そして、 20042005課税年度まで、所得区分にお

いてスケジュール制が採られていたことがもう一つ

の特徴的な点であったが、この点については、 2005

-2006課税年度からこの制度が廃止され、不動産所

得、事業所得、国外所得、雇用所得、利子・配当所

得、その他の所得という所得区分が用いられること

とされている。

損益通算の制度が設けられており、事業所得の計

算上生じた損失は当該課税年度の他の所得と損益通

算することが認められているが、不動産所得の計算

上生じた損失については、翌課税年度に繰り越した

うえで、翌課税年度の不動産所得と損益通算するこ

ととされている。

損益通算後の総所得金額に対して、基礎控除、障

害者控除、社会保険料控除等の所得控除を適用した

後で、 10%、22%、40%の三段階の超過累進税率で

課税される。

課税単位についは、以前は夫婦単位主義が採用さ

れていたが、 19901991課税年度以降個人単位主義

に移行している。

3キャピタル・ゲイン税

イギリスにおいてキャピタル・ゲインに対して課

税することとされたのは比較的近年になってからの

②総利得から控除することの認められている経費、

特別控除（annualexemption) (2006-2007課税年

度については、 8800ポンド）および繰り越されてき

た譲渡損失を控除することにより純利得を算出する。

そして、③純利得から物価調整控除 (Indexation

allowance）を控除することにより、課税利得を算

出する。④税率については、当該課税年度の所得税

の段階税率が適用される。その際、当該課税年度の

課税所得に、キャピタル・ゲイン税の課税利得を上

積とした場合の段階税率が適用される。

相続税の課税対象である贈与に対する繰延控除、

事業用資産の贈与に対する軽減措置、個人が営業権

を譲渡した場合に適用される廃業控除が法定されて

いるほか、所有の期間を通じて個人の主たる住居で

あった資産を処分した場合のキャピタル・ゲインは

非課税対象とされている。この主たる住居に対する

非課税の対象になるのは、敷地については、通常

0.5ヘクタールである。

4相続税

イギリスの相続税では、遺産税方式が採用されて

いる。イギリスの相続税法のもとにおける相続税は

贈与税と相続税を包含するものであり、贈与、生前

のみなし婚与および遺産に対して課税され、死亡に

ことである。短期保有の資産からのキャピタル・ゲ 際して移転する資産または生前7年以内に行なわれ

インに所得税を課すようになったのは1962年であり、 た贈与の累積額の総額のうち課税最低限（基礎控

その制度が1971年に廃止された後、 1979年にキャピ

タル・ゲイン税法（CapitalGains Tax Act 1979) 

が、 1992年にキャピタ／レ・ゲイン課税法（Taxa-

tion of Chargeable Gains Act 1992）が制定され、

これらの法律によりキャピタル・ゲインに対する

種々の規定が統合されることとなった。

上述のように、イギリスでは所得税とは別枠で、

キャピタル・ゲインに対してキャピタル・ゲイン税

を課すという二元的制度が採られており、わが国の

ように資産の保有期間に応じて、長期保有の資産と

短期保有の資産とで税額計算の仕組みを区別すると

除）である30万ポンド（20072008年度）を超える

部分に40%の比例税率で課税される。贈与に対して

は、相続の場合の半分の税率、すなわち20%で課税

される。

遺産税方式であるから、贈与の場合の主たる納税

義務者は贈与者等であり、相続の場合には人格代表

者である。

イギリスの相続税は、生前および死亡に際して行

なわれる資産の移転のうち課税対象になるもの（課

税贈与）に対して課されるが、その際、価値の移転

は贈与者の価値の減少で把握される。

いう制度は採られていない。 移転する財産の価値に課税されるが、贈与者等が

キャピタル・ゲイン税の計算構造は、①譲渡価格 相続税を負担した場合には財産の総額は移転した財

から取得価格を控除することにより総利得を算出し、 産そのものの価額分だけでなく、相続税によっても
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減少することになる。上述の税率は移転した価値の

総額（税込み価額）に対するものであるから、ネッ

トの税抜き価額に対する税額計算をする場合には、

それぞれ25%(=20/80) （贈与の場合）、 66.66%

(=40/60) （相続の場合）の税率が適用されること

になる。上述の税率に代えて、移転した財産の税抜

き価額に対して25%または66.66%の税率を適用し

て税額計算を行なうことをグロツシング・アップと

呼んでいる。

また、生前7年間の贈与について累積課税方式が

採用されているから、課税贈与に係る相続税額の計

算は、当該贈与に先立つ 7年間の課税贈与の累積額

に対する税額と当該贈与も含めた累積額に対する税

額を算出し、後者から前者を控除した金額が当該贈

与に対する相続税額となる。相続に際する相続税額

の計算は、被相続人が死亡前 7年間に行なった課税

贈与と被相続人の死亡により課税贈与となった潜在

的免税贈与（potentiallyexempt transfer）に対す

る税額とこれらの贈与額に非課税贈与に該当する財

産および負債その他の控除項目を控除した正味の相

続財産を加えた合計額に対する税額を計算し、後者

から前者を控除した金額が当該相続に対する相続税

額となる。

そして、不動産の評価は地区価格査定官（dis-

trict valuer）の査定に基づいて行なわれ、相続財

産に含まれる不動産が被相続人の死亡から 4年以内

に売却された場合で、当該売却額が評価額を下回っ

たときには当該売却価格により評価される。

5付加価値税

1973年に導入された付加価値税は、 EU諸国のそ

れと同様の多段階消費税であり、国内において業と

して行なわれる財の取引および役務の提供、ならび

にEU加盟国および域外諸国からの財の引き取りお

よび役務の受領に対して課税される。

付加価値税の課税上、財の取引および役務の提供

は課税供給と非課税供給に区別され、課税供給に対

する税率は2005-2006課税年度において標準税率

17.5%、軽減税率5%およびゼロ税率に分かれてい

るが、ゼロ税率の適用がイギリス付加価値税の特徴
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となっている。

そして、年度内の課税売上高が20052006課税年

度で6万ポンドを超える事業者は、付加価値税の納

税者として歳入関税庁に登録しなければならない。

この基準に満たない事業者は任意に登録をすること

ができる。

課税事業者は、課税期間内の売上金額に対する付

加価値税の総額から仕入れに関して負担した付加価

値税の総額を控除した差額を納税する。当該差額が

マイナスになる場合には、当該差額は還付される。

インボイス方式が採用されているため、納付税額の

計算はインボイスに基づいて行なわれる。

非課税供給は、不動産、郵便事業、教育等15のグ

J レープからなる。土地に関する権利の設定移転は非

課税であるが、新築住宅等適格建物の売却および長

期賃借権の設定はゼロ税率の適用対象であり、新築

の非適格の建物の売却は標準税率の適用対象である。

また、不動産および投資用の金取引については、事

業者が課税対象とすることを選択することにより、

仕入税額控除を行なうことができる。

6印紙税・土地等取引税

不動産についての印紙税制度に代わる制度として、

2003年財政法 4章および 5章により土地等取引税

(Stamp Duty Land Tax）が創設され、当該規定は

2003年12月1日より施行されている。

この税は、その名称に“StampDuty，，の表現が

用いられてはいるが、文書に対して課税するもので

はなく、取引の申告と申告納税制度を採用するもの

であり、印紙税と呼ぶことはミスリーデイングだと

されているものである。それゆえ本書でも執筆者は、

「実態に則し」土地取引税との訳語を用いている。

この改正の主たる目的は、「従来の印紙税の方式

に倣いつつ、かつ税率の引上げを伴うことなく、土

地等の取引からより多くの税収を得るという点にあ

る」（217頁）と説明されている。

納税者は買受人、つまり、課税対象となる権利を

取得した者で、ある。

課税対象は土地取引であり、土地取引とは土地お

よび土地上に存する不動産権等課税対象となる権利



の取得である。

課税標準は譲渡対価であり、ここで「譲渡対価と

は、買受人またはその関係者が、直接的または間接

的に、取引の目的物（subject-matter）として与え

た金銭または金銭等価物（money’sworth）をい

うJ(220頁）。また、「賃貸借の場合、課税標準は賃

貸料相当額（rentalvalue）であj り、「賃料相当額

は、賃貸期間に支払われる賃貸料の割引現在価値」

である（220221頁）。税率は、居住用不動産、非居

住用不動産、またはその混合用途不動産で区分され

ており、例えば、居住用不動産の場合、譲渡対価6

万ポンド以下0%から50万ポンド超 4%まで4段階

である

さらに、課税標準が課税最低限（居住用不動産の

場合12万5000ポンド）に満たない場合、土地等取引

税は課税されない。

7不動産の占有にかかわる税

(1）ビジネス・レイト

店舗、オフィス、倉庫、工場など非居住用不動産

の占有について事業者に対して課される税で、地方

自治体が最終税額を確定し徴収する税である。日本

投稿論文募集

の地方議与税に類似する性格の国税である。

非居住用不動産には課税評価額が設定されており、

この課税評価額に基づいて税額が算定される。

そして、課税評価額については、 5年ごとに評価

替えが行なわれるが、評価替えにより税額が激変し

ないように税率で調整されることとされている。

(2）カウンシル・タックス

居住用不動産の保有または占有に対して住民にも

っとも身近な地方自治体が課する地方税であり、地

方自治体が提供する行政サービスの財政的基盤のひ

とつである。本税の納税者は、原則として当該不動

産の居住者であり、「居住者とは、当該不動産に、

唯一の主たる住居として住む18歳以上の者をいう」

(245頁）。

以上、本書の内容をごく簡単に紹介したが、日英

両国の場合に限らず外国の税制との比較はそう容易

にできるものではない。詳細は本書を参照していた

だきたいが、本書の内容がイギリスの税制について

研究を進めていくにあたり、その端緒を聞くものと

なれば幸いである。

（高野幸大／東洋大学法学部教授）

本誌では住宅・土地に関連する経済学的な研究論文を募集しています。

［投稿規定］

1.投稿論文の内容は、住宅・土地に関連する経済学的研究の成果とする。

2. (1）本誌への投稿は、他誌に未投稿のものに限る。

(2）原稿は日本語で、おおむね12,000字以内とする。

(3）投稿者は、プリントアウトした原稿（A4)2部、データファイル（MSWordまたはテキス

トファイル）を送付すること。なお、原稿・データファイルは返却しない。

(4）採否については、 6カ月以内に審査委員会（学識経験者数名で構成）により決定し、採否を

含む審査結果は速やかに投稿者に通知する。なお、原稿については、投稿者に一部修正を求

めることカまある。

(5）投稿者の氏名・所属・連絡先（電話番号・メールアドレス）を明記すること。

3.原稿の送り先・問い合わせ先

財団法人日本住宅総合センター 住宅経済研究会事務局

干1020083 東京都千代田区麹町4-2 麹町4丁目共同ビル10階
TEL: 03-3264 5901 FAX: 03 3239-8429 
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センターだより

⑨近刊のご案内

『建築後年数の経過が住宅価格に

与える影響』

本調査は、住宅価格の変化を正

確に描写するための技術の開発を

目的としたものである。そして、

その手法上の特徴は以下の 3つの

点に集約することができる。

1.住宅価格の変化を描写するた

めの、物件データベースを整備

している。そのなかには、新築

時および転売時のマイクロデー

タのそろったものが含まれてお

り、このことにより、わが国で

初めての大規模なリピートセー

ルス法が適用可能なデータベー

スが整備されている。

2.住宅価格水準およびその変化

へドニツク法によってのみ分析 ージや住宅を組み入れた不動産流

されることの多かったわが国の 動化商品などの新たな金融技術が

住宅価格水準とその変化につい 普及するためには、住宅価格を測

て、リピートセールス法、ノン 定する系統的技術の開発が不可欠

パラメトリック、セミ・パラメ である。しかし、中古住宅市場が

トリックな手法など豊富な手法 未発達であったり、不動産売買情

による描写が行なわれている。 報が広く公開されていなかったり

3.住宅価格の変化について、年 するため、リピートセールス法が

齢効果、マクロな影響、パラメ 適用可能なデータベースを構築す

ータの変化など、系統的な検討 るのに大きな費用がかかり、異な

が加えられている。このことに る手法問のパフォーマンス比較や

より、住宅価格の変動をコント 実務への適用可能’性が検討された

ロールできるリスクとそうでは ことは、これまでにない。わが固

ないリスクに区分することが容 でも適用可能な住宅価格評価技術

易になるため、家計の住宅取得 の確立は、避けることのできない

行動、金融機関の住宅ローンの

貸し出し行動に関して不確実性

課題といえる。

今後、この報告書における知的

を減少させるインフラが構築さ インフラが、まずは研究用にそし

れている。 てビジネスの場面でも広く活用さ

住宅取得、住宅金融をめぐる環 れることを期待したい。また、継

を描写するために、先行研究の 境は大きく変化しようとしている。続調査として、海外におけるノン

徹底的なサーベイと、それらの 耐震構造偽装事件などにより生じ リコースローン等の現状について

手法を用いたわが国の不動産市 た二重ローン問題をきっかけに、 現在調査中である。継続調査の報

場の網羅的な評価が試みられて 住宅ノンリコースローンへの関心 告書についてもご期待いただきた

いる。具体的には、これまでは

編集後記

この 5月、自然の猛威がアジアを

襲った。 2日の夜から 3日にかけて

巨大サイクロンがミャンマーを直撃

した。 243人の死者がでたという国

営放送の報道がなされたのは 1日遅

れの 4日で、その後、被災者240万

人、死者 7万人を超えるという尋常

ならざる被害を受けたことが明らか

になった。

それから10日後の12日午後、中国

の四川省で大地震が起きた。報道さ

れる被害は日に日に増えつづけ、死

者・行方不明者は 8万人を越え、 1
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が高まっている。リパースモーゲ い。

編集委員

委員長 浅見泰司

万以上の学校が倒壊し、約1500万人 委員一一一中神康博
森泉陽子

が避難生活を送っているという。続

発する余震やダム決壊による二次災

害なども危倶されている。

吉田あつし

季刊住宅土地経済
2008年夏季号（通巻第69号）

本号の「特別論文jでは、オリン
2008年 7月 l日発行

ピックを控えた中国（とりわけ北 定価750円（内消費税35円）送料180円

京）の住宅事情を、 JAICA職員と 年間購読料3,000円（税・送料共）

して現地に駐在する砺波匡氏にご執 編集・発行ー糊日本住宅総合センター

筆いただいた。その校正刷りの遣り

取りのさなかに四川省大地震が起き

た。まさに偶然のことだったが、急

逮依頼して、現地報告を加筆してい

ただいた。 (h) 

東京都千代田区麹町42 

麹町4丁目共同ビル10階

〒1020083 

電話： 033264 5901 

http://www.hrf.or.jp 
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